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〔委員会の概要　農林水産部関係〕

丸若委員長

　ただいまから，経済委員会を開会いたします。（10時33分）

　直ちに，議事に入ります。

　これより，農林水産部関係の審査を行います。

　農林水産部関係の付託議案については，さきの委員会において，説明を聴取したところ

でありますが，この際，理事者側から報告事項があれば，これを受けることにいたします。

　　

【報告事項】

　○　台風16号に係る農林業被害等について（資料①）

　○　「とくしま漁業アカデミー（仮称）」（案）の概要について（資料②）

　○　「とくしまブランドギャラリー」の物件について（資料③）

松本農林水産部長

　この際，３点御報告させていただきます。

　まず１点目，台風16号に係る農林業被害状況等についてでございます。

　お手元にお配りしております資料１を御覧ください。

　９月19日から20日にかけて，本県に被害をもたらした台風16号についてでございます。

事前委員会で報告ができませんで，大変申し訳ございませんでした。これにつきましては，

被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げるとともに，災害復旧などについては迅速に対

応したいと考えているところでございます。それでは資料について御説明させていただき

ます。被害額ですけれども，10月11日現在で総額約６億 9,900 万円となっております。

　その内訳でございますけれども，まず農業被害につきましては，農地・農業用施設で，

用水路の崩壊など36か所で 7,800 万円，農作物ではブロッコリー，カリフラワー等の定植

苗やトマト，ネギ等の冠水などにより１億 300 万円，合計１億 8,100 万円の被害となって

おります。

　また，林業につきましては，林道の法面崩壊等が28か所，林地の山腹崩壊が６か所など，

合わせて42か所で５億 1,800 万円の被害となっております。

　県といたしましては，被害に対する農林業の早期再開を図るため，まずソフト面におき

ましては，農業支援センター等におきまして，農家の被害状況等に応じて病害対策や土壌

管理などの技術指導を行っております。

　また災害復旧事業ですけれども，ハード面では，まず10月７日より海陽町において災害

査定を実施しているところであり，10月上旬から12月上旬にかけまして，林道，林地，治

山施設，11月下旬から12月上旬にかけまして，農地，農業用施設について，順次，国の災

害査定を受ける準備を進めております。

　今後とも，関係機関と連携を図りながら，速やかな農林業再開に向けて取り組んでまい
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りたいと考えております。

　なお，10月５日に本県へ最接近し，大雨，暴風をもたらした台風18号につきましては，

10月11日現在のところ市町村等からの報告は受けておりません。

　次に２点目，とくしま漁業アカデミー（仮称）（案）でございます。資料２を御覧くだ

さい。

　本県における漁業就業者数は，毎年減少を続けており，その対策が課題でございまして，

今年度，開講した「とくしま林業アカデミー」に続き，漁業におきましても，浜を支える

新たな担い手を育成し，誰もが学べ，就業のチャンスを得る，そういった目的から「とく

しま漁業アカデミー（仮称）」を平成29年４月に開講することとしております。

　まず第一に運営方針でございますけれども，まず六次産業化，種苗生産など，水産研究

課美波庁舎を拠点とする多彩な講座を設けようと考えております。また，様々な漁業を実

際に体験し，どの漁業分野を目指すのか，その就業スタイルが決定できる進路選択オリエ

ンテーションをはじめ，オーダーメイド型の実習などの５点を掲げ，漁業現場から求めら

れる即戦力となる人材を養成したいと考えております。

　運営体制についてでございますが，公益財団法人徳島県水産振興公害対策基金を中心に，

県，徳島大学，県漁連等が協働して運営してまいりたいと考えております。

　研修概要についてでございますが，研修期間は原則１年間とし，研修場所は水産研究課

美波庁舎を拠点に研修内容に応じ，水産研究課鳴門庁舎，水産種苗生産施設，漁業生産現

場などで実施することとしております。カリキュラムにつきましては，座学，現場実習，

資格取得の３本柱で，年間 200 日の講義を予定しております。募集人数につきましては，

５名程度と考えており，募集方法につきましては，とくしま漁業就業マッチングセンター，

ハローワークなどを通じて，広く全国に募集してまいりたいと考えております。

　スケジュールにつきましては，今月中旬に大学や漁業関係者など，11名で構成する１回

目の開講準備委員会を開催し，御意見，御提言を頂きながら，速やかに研修生の募集を開

始したいと考えております。

　今後，議会での御論議はもとより，関係市町や漁業関係団体などの，御意見も踏まえ，

来年４月の開講に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。

　３点目は，とくしまブランドギャラリーの物件についてでございます。

　お手元にお配りしております資料３のとおり，とくしまブランドギャラリーにつきまし

ては，本県の豊かな食とライフスタイルをテーマとした，首都圏における情報発信と交流

の拠点として，早期開設を目指しているものであります。

　本年度の委託事業によりまして，最適物件の探索に取り組んできたところですが，この

度，有望な物件が見つかりましたので御報告いたします。

　候補物件の概要といたしましては，ＪＲ渋谷駅から徒歩10分ほどの場所ですが，近年，

奥渋谷として注目を集めるエリアに所在する鉄骨５階建て，建物面積 261坪の物件でござ

います。

　この物件を最適であると考える優位性につきまして，まず，建物の面では鉄骨造である

ため改修の自由度が高く，また新耐震基準を満たしている点が挙げられます。

　また，場所につきましては，近年，様々なメディアで奥渋谷として取り上げられ，特に
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情報感度の高い人たちから注目を集めるエリアであり，個性的で上質な飲食店の出店も相

次いでおります。

　また，大手不動産会社や保険会社のオフィスビルが立地することから，昼夜を問わず，

多くの人々でにぎわうエリアとなっております。

　さらに，渋谷周辺では，本県が計画するゲストハウス型の施設など，競合する類似施設

が少なく，集客力・発信力の面でも高い優位性が確保できることが期待されます。

　こうした点から，今年３月に策定した本事業の基本構想に掲げるコンセプトにも合致し

たものではないかと考えております。

　開業までの流れでございますが，まず，徳島県は東急電鉄が所有する資産について一体

的な管理・運用を代行するジャパンアセットマネジメントから，当該物件を借り受ける契

約をいたします。

　その後，徳島県から事業を受託するＤＩＹ工務店が施設を改修し，完成後は徳島県から

の転貸を受け，ＤＩＹ工務店自ら運営を開始する計画となっております。

　現在，関係者間で正式な契約に向けた調整作業を進めているところであり，速やかに物

件を確保したうえ，施設の早期開設と，これによるとくしま回帰の流れ創出にしっかりと

取り組んでまいります。

　報告事項は，以上でございます。

　御審議のほど，よろしくお願い申し上げます。

丸若委員長

　以上で，報告は終わりました。

　これより質疑に入ります。

　質疑をどうぞ。

庄野委員

　おはようございます。

　私のほうから，ワカメのことについてちょっとお聞きしたいなと思います。

　ちょうど質問しようと思って，県南海域に適したワカメ養殖品種開発の試みという県の

水産試験場研究所の棚田さんの発表を読ませていただいて，県南のほうにも少し高温域の

海水域でも新しいワカメができるんだなということで，本当に期待しています。ちょうど

今日，徳島新聞のほうに，県開発の生育が早い新種のワカメというのが海部の沖でも適用

されるというふうなことで載っておりました。県南のほうの漁業のいわば振興というのが

期待されるんですけれども，なかなか近年漁獲量等々も減ってきたり，また漁業に従事す

る方々もなかなか新規漁業者が増えないというような状況の中でいろいろ研究されて，今

日も漁業アカデミーということで，本当にこれにつきましても，是非漁業者を新しく，漁

業に携わる方々を１人でも多く作って，漁業の振興をしていただきたいというふうに願っ

ております。

　そこで，このワカメなんですけれども，これをさっと読みますと，少し県南のほうでも，

この新しい掛け合わせた品種のワカメが養殖ワカメとして定着する可能性が大いにあると
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いうことで，こういうふうにあるということで期待しております。これにつきまして，若

干の経過と，それから今後の見通しみたいなものがあれば是非おっしゃっていただきたい

なというふうに思います。

吉田アグリサイエンスゾーン推進幹

　ただいま庄野委員のほうから，県南部でのワカメ養殖についての研究開発状況と今後の

取組の御質問を頂戴いたしました。

　本県，鳴門地域を中心にワカメの増養殖が行われておりますけれども，近年の地球の温

暖化といいましょうか，海水温が上昇している中で，鳴門地域においても非常に作りにく

いという状況になっております。そこで，水産研究課では，南方系のワカメと従来からご

ざいます鳴門わかめを交配させることによりまして，昨年度新しい品種として開発したと

ころでございます。その特性の一つに，高温の水域でも十分育つのではないかというふう

な考え方のもとに，いわば県南部の一つの増養殖の海藻のブランド作りということで，昨

年の11月から本年３月にかけまして，この新品種をテストしてみたというところでござい

ます。その結果，想定されておりましたように，従来の品種に比べまして，生育が旺盛で，

収量も 1.2倍から 1.9倍にもなり，上々であったというふうなことでございますので，今

後，鳴門地域はもちろんでございますけれども，県南部でも，ワカメに取り組みたい漁業

者の方々に供給し，栽培していただけるように推進してまいりたいと考えてございます。

庄野委員

　本当にすばらしいことだと思います。県内にもいろいろな研究所があるんですけれども，

農業の研究をしたり，畜産の研究をしたり，水産関係の研究をしたりする施設があって，

そこでは研究員の方が日々努力されています。そのことによって，すぐにはなかなか結果

が出ませんけれども，徳島県の，例えば畜産で言うと，阿波尾鶏にしても，阿波牛，それ

から阿波ポーク，阿波とん豚にしても，そうした長いやっぱり特殊改良といいますか，そ

うした研究の成果，積み重ねがやっぱり徳島県の将来のブランドを形作っています。その

ことがひいては農業，例えば漁業，畜産業に従事をしたりする方々のいわば生活の糧に

なっているということで，非常に研究というのは，すぐに成果が出なかったら大きなお金

をかけてというふうに言われがちですけれども，私は，そうした研究の取組というのが非

常に重要だなと昔から思っていますので，そのことは是非頑張ってこれからも地道な研究

を続けていただきたいと思います。

　これは，工業にも当てはまるんですね。工業試験場なんかも本当に地道な作業で，例え

ば，お酒の酵母のいいやつを抽出して，それを歴代に培養して，それが今の徳島県産のお

酒につながるというふうな形で，地道な研究がやっぱり，今までもそうですけれども，こ

れからも徳島県のそうした産業を支える大きな命の部分になると思いますので，是非よろ

しくお願いしたいと思います。

　そこで，この新しい品種のワカメですけれども，鳴門の方面もこういうワカメに切りか

えていくところが増えていくんだと思うんですけれども，例えば，鳴門から小松島，阿南，

それから海部のほうに，大体将来的にどのぐらいの形の増産といいますか，そのワカメの
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養殖に携わる方々をどのぐらいに増やそうとして，どのぐらいの収入を上げていこうとい

うふうに考えられているのか，まだそこまでは行ってないのか。やっぱり県南のほうでも

かなり期待している部分もあるし，鳴門からずっと高水温に少し心配されてきたあたりは

朗報だなというふうに思いますので，そこら辺の今後の取組の方針みたいなのがございま

したら，おっしゃっていただきたいと思います。

吉田アグリサイエンスゾーン推進幹

　庄野委員のほうから，現在の種苗の供給状況であったり，今後の方向性というふうな御

質問を頂戴いたしました。

　現在，新しい品種の状況でございますけれども，昨年度，生産者数で申し上げますと，

鳴門の北灘漁業協同組合，あるいは北泊漁業協同組合，鳴門町漁業協同組合，里浦漁業協

同組合，和田島漁業協同組合を初め，阿南中央漁業協同組合までの間でございますけれど

も，ここの12地区の25経営体で栽培をしていただいております。種苗供給量から推察いた

しますと，現状， 250 トン程度生産ができたのではないかと考えてございます。今後，今

年でございますが，この12地区の25経営体から更に倍増には至りませんけれども，今，約

40経営体まで増産ができているのではないかと考えてございます。

　こういったことから，この品種をお使いいただいて，安定した漁獲量が得られますよう

に推進してまいりたいと考えてございまして，センターといたしましては，平成29年度ま

でに50経営体程度まで導入していきたいというふうに考えてございます。

庄野委員

　平成29年度までに50経営体ということで，倍増というふうな経営体になると，もうけ自

体も大きくなるし，また従事する方々も増えてくるということで期待をしております。

　海部のほうでは，これ試験は由岐地区のワカメ養殖試験地でやられたというふうに書か

れていますけれども，今後由岐地区をこの試験地を含めてそこでもずっとやられるんです

かね。由岐，日和佐のあたりも養殖はされるのですか。

吉田アグリサイエンスゾーン推進幹

　県南部におきましても，やはりこの新品種の現地試験を継続して実施してまいりまして，

成績がよければ，速やかに地域の方々に普及できるように展開してまいりたいと考えてご

ざいます。

庄野委員

　わかりました。

　どうぞこれからもいろんな農家のためとか，漁業家のため，また，そうした仕事をして

いる方々がやっぱり少しでも潤っていけるような，県内の農林水産業が盛んになるような

研究を独自にこれからも続けていっていただきたいというふうに思います。

　それと，コウノトリも，農林水産部もちょっと関係ありますよね。

　私もコウノトリのことがずっと気になっておりまして，昨日，一昨日かな，コウノトリ
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の雄がまた飛んできてくれて，従来の雌２羽と言ってましたけれども，前に去年繁殖して

たところにまた戻って，そこでひょっとしたらまた営巣活動をして，卵を産んでくれるか

もしれないというふうな期待感が高まっております。言われておったのは，やっぱり夏場

とかの餌場の確保をきちんと通年通じて採れるような状況。これ農家さんにも御協力いた

だいて，田んぼに水を入れていただいたり，いろいろして協力していただいておるという

のはお聞きしとるんですけれども，餌場の確保についての業者への要請とか，ハスの葉っ

ぱがときにはなかなか餌が食べられないというふうなこともちょっとお聞きしたりしてま

したので，そこら辺のコウノトリの餌場の確保対策について，今後どのような形で頑張ら

れるのかというのを少しお聞かせいただけたらというふうに思います。

柴折農林水産総合技術支援センター所長

　コウノトリは天然記念物でございますけども，農業と農村にその生活の場，あるいは餌

を完全に依存しているというふうな種類でございまして，非常に農業に縁が深いといいま

すか密着した生活をしておる鳥でございます。そういったことから，農林水産部も環境サ

イドと一緒になって，あるいは，鳴門市，ＪＡ，それから地元農業生産者の皆さんと一緒

になってこれを定着させて繁殖させよう，そして，そのことが地元の農業の魅力発信につ

ながっていくようにしようというようなことで取り組んでおるところでございます。その

取組の一つとしまして，今，庄野委員がおっしゃいました餌場，餌の確保ということが大

きな課題となっております。特に，レンコン地帯に定着しておるわけですけども，今お話

がありましたように，夏場は非常にレンコン畑をレンコンの葉が覆ってしまって，そこへ

入っていって餌をとるということが非常に難しいといいますか，ほとんどできないような

状態になります。６月から８月頃にかけての餌の確保が非常に難しいであろうというよう

な懸念を当初から抱いておりまして，特に夏場のこの間にどうするかというようなことを，

農業者の皆さんと協議しながら検討しておったところでございます。

　一つのやり方としまして，何年かに一度休作をさせて土作りをしたり，あるいは太陽熱

による土壌消毒をして，高品質なレンコンを作ろうというような技術がございます。そう

いった技術と営農体系を利用しまして，夏場休作をする田を，それもそのまま放っておき

ますと，種レンコンが出てきたり，あるいは草が生えたりして田面を覆ってしまうような

ことになるんですけども，それを農業者の方に引いていただいて，あるいは水管理をしっ

かりしていただいて，夏場もコウノトリが利用できるように餌場を作ろうということで，

昨年，それと今年にかけまして，特に巣のある地域を中心に，夏場の餌場確保実証圃と呼

んでおりますけども，そういったものを設けまして運用してきたところでございます。こ

れは，一定の成果が出て，夏場もその実証圃を利用して餌を採っておるというような状況

がございます。

　それから，今後更にどうするかということでございますけども，こういった取組はまず

一つは続けていくということ。それと，夏場以外はほとんど今の状態でもレンコン田を中

心とした大津，大麻の地域で餌を採ることができるというふうにこれまでの調査でも大体

の見通しは立っておるんですけども，これを更に強固に，確実なものにするために，通年

の餌場にできるようなもの，休作田，あるいは放棄田を活用して，通年のビオトープを大
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麻地域等に設置をしようということで，今地元の農業者の方々と相談をしているところで

ございます。

庄野委員

　コウノトリがもし卵を産んで，ふ化して，かえさせるようになると，日本で初めてのい

わば放鳥の地以外での繁殖ということになって，非常にこれはすばらしいことになると思

います。

　やっぱり大型鳥類ですからとにかく餌をたくさん食べる。でも，あっちに行ったのがま

た帰ってきましたのでたくさんあるんだと思います。本当にみんなで守り育てていこうと

いう地域の協議会の皆さん方にも本当に頭が下がりますけれども，是非皆さん方で貴重な

大切なコウノトリが繁殖できるような状況になるように願っております。

　それと，あと，新規就農が2015年度が 113人ということで，2001年度の調査以降で２番

目に多かったということで，非農家出身者が過半数を占めているというふうな徳島新聞の

報道でもございました。この内容につきましては，2012年に始まった国の青年就農給付金

制度，これが45歳未満の新規就農者に対して年間最大 150 万円を最初の５年間支給という

ことで，2015年度は52人が利用して，うち28人が新規参入者だったということで，これは，

非常に有効な手段だと思います。この経済委員会でも春に視察で行きました海部のきゅう

り塾にも若い方が，担い手が農業に就いているということで，非常に県も，この平成27年

度の徳島県農林水産基本計画レポートというのをちょっとざっと見させてもらったら，本

当にきれいに農林水産業含めて，様々な施策が書かれております。やっぱり新しく，農業

人口が減ってくる中，また高齢化をしてくる中で，農業もこういう形で作られている。ま

た，漁業も林業もそういう形でやられようとしているということで，非常にいい取組だろ

うと思うんです。これらの新規就農を，これ農業ですけれども，林業，それから水産業の

ほうもいろいろ，今回も漁業アカデミーということで考えられてやられるということは，

県の施策としては非常にいいなというふうに私も思います。これから就農されていった人

が継続してそこで営農をして収入を得て生活ができていけるような，県のサポートといい

ますか，相談とか，新しい方はいろんなことでつまずくと思うんです。例えば，天気の問

題とか，自然災害のこともあるでしょう。また，病気とかが発生したりするようなことも

ありますし，いろんなサポートが必要だと思います。例えば，農業でしたら，支援セン

ターとか職員さんもいらっしゃいますし，そうした新しく就農した方への定期的なサポー

トも含めた相談体制みたいなのをきちんとアドバイスをしてあげて，うまくもうかると

言ったらあれですけれども，栽培して収穫をして出荷をしてもうかると。継続して就農が

できていけるというふうな道筋を作って，そういうことがうまく回転しかけたら，またそ

れがモデルになって，新たにまた徳島県のほうに行ってみようかなと。これは林業も漁業

もそうだと思うんですけれども，そこら辺の丁寧な相談を受け付ける体制と助言をする体

制と，あと，キュウリのことは台風のことがちょっと載ってましたけれども，それをいわ

ば例として他の地域にどういうふうな展開をしていくのかというふうなことも考えたほう

がいいというふうに思います。そこら辺のフォローみたいなところはどのような形になっ

ていますか。
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貞野経営推進課長

　新規就農者につきましては，やはり５年間はその給付金がありますが，やっぱりその後

の定着を何とかしていかないといけない，フォローしていく必要があるということです。

一つは，チューター制度と言いまして，近くにいる農業士の方が直接その新規就農の方を

支援していく。それから，実際にセンターの経営の関係者が入って，その後，就農後５年

後に 400 万円以上の収入に上げるためにはどういう営農の形をとっていくのがいいのかと

いうのを調査しながらやって，軌道修正もしていくというような事業もやっておりまして，

それが実際にその方にも役に立つし，それででき上がったモデルが，今度は次の就農者の

方のモデルにもなっていくと，そういうモデルも作っております。

庄野委員

　農業の場面だけじゃなくって，林業のほうも，新たに林業に携わる方々の育成指導なん

かも行っているようですし，また，漁業のほうも，こうやって漁業者になる方を養成して

いくというふうなことでございます。是非それが定着して，徳島県の産業というとやっぱ

り第１次産業というのは非常に重要な産業でございまして，そこをやっぱり，高齢化して，

過疎化してきておりますけれども，そこがもう一度元気に復活していかないと，徳島県の

活力はないと思います。やっぱりそこをなかなか過去に時計の針を戻してくというのは難

しい，非常に労力のかかる部分がありますけれども，やはり地域の過疎化して疲弊してい

く地域社会を守っていくというのは，やっぱりそこで働いて，そこで収入を得て，そこで

子育てができるというふうな，そういうふうな形作りをしていかないと，本当に徳島県内

でも都市部だけに集中して，人口も集中してしまって，本当に周辺部はあんまり人が住ん

でいない。イノシシとか猿とかそういう野生鳥獣が我が物顔にするということになったん

ではやっぱり困りますので，やっぱり人が住んで，そこで子育てができるような環境，そ

れはやっぱり仕事です。仕事をそこで作るというふうなことを皆さんで本当に考えてやっ

ていただきたいなというふうに思います。

　それとあと，これ前々から言っているんですけど，シカの皮を使って，財布とかにまた

利用したらどうかということで，シカの角なんかはよく阿波踊りの鐘をたたく鉦鼓の頭に

使ったりしているんですけれども，ジビエ料理で皮を剝いで肉をとって，その捨てられる

皮をどうにかして使ったら，一石二鳥になるんではないかというようなことが言われてた

んですけれども。先日も少し，吉野川市の革職人さんが，池田の映画監督の蔦さんなんか

と一緒に協力して，財布とかも作られたというふうなことが報道もされておりました。シ

カの皮の利用って，例えば，肉をとるだけだったら，多分皮を傷付けてもいいので，

サーッととってしまうと思うんですけれども，皮を使おうと思って肉もとるということに

なったら，皮剝ぎというのはかなり熟練な技術が要るんですかね。皮をどうにかして上手

に使ったら，シカの革って磯釣りの場合に，お尻に当てて使っている人もおりますし，シ

カの皮が使えたら結構いいんじゃないかなという気がします。シカの皮を使っている実績

みたいなのとか，これから何かもう少し工夫してシカの皮を使っていこうとかいう，そう

いう計画はあるんですか。
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谷農村・鳥獣対策担当室長

　シカ革の利用に関する御質問でございますが，シカの革は大変やわらかくて，委員が

おっしゃったように，利用価値はあるかとは思いますが，シカの皮を県内ではなめすこと

ができず，そういったことは県外に委託でお願いするような形になるかと思います。

　そういうこともありまして，昨年試験的に県内２か所程度でそのシカ皮をなめして，試

しに製品を作るというような試みを行ったところでございます。できた製品は，靴とか，

赤ちゃんの靴とか，あるいは袋物とか，そういったものを昨年製作いたしました。

庄野委員

　シカの皮が使えるんであれば，それが将来，なめして，財布とかそんな形に徳島県のシ

カを利用した財布とか，名刺ケースとかいろんなものに使えると思うんですけど。牛の皮

をなめしているんだから，多分県内でもどこか量がかなりそろえば，シカの皮だったら多

分なめして作れると思いますけれども，そこら辺の研究を，是非狩猟している方々等，実

際に皮を剝ぐ作業というのは難しいと思います。肉をとるだけだったら，皮に傷を付けて

もいいんですけど，皮を使おうと思ったらきちんと剝がないといけないので，難しい部分

もあろうかなと思います。有効利用で，もしそれがうまく軌道に乗って，これなんかだっ

たら，藍染めをシカの革になめしたやつに藍で染めて，それを財布にしたりする。非常に

うまい徳島県的な部分もこれありなのかなというふうな気がしますので，そこら辺を十分，

いろんな業者，業界の方と相談し合って，何とか有効に使えたら使っていくというふうな

こともいいんじゃないかと思いますので，御検討をお願いして終わります。

長尾委員

　今の庄野委員の質問事項に関連したこともあってあれですが，６月の委員会でも，鳥獣

対策については質問させていただいたんですが，そこで，一つは，あの後，新聞報道でわ

なの講習会をやっていたと思うんだけども，室長も，そういうわなを仕掛けようと思って

るという話です。そのわなとかをやれる人を増やすとか，猟銃を撃つ人を増やすとか，そ

ういうことが非常に大事な問題だということです。そのときに，狩猟の魅力まるわかり

フォーラムというのを各県で随時やっているということで，本県はどうなんだといったこ

とに対して，そういうことがあったら検討したいみたいな答弁があったけど，その後の検

討状況について，それ手を挙げたのかどうか，また，そういう受付状況はどうなのか，こ

れをちょっと教えてもらいたいと思います。

谷農村・鳥獣対策担当室長

　委員お尋ねの狩猟フォーラムの件でございますが，環境省の事業でございまして，来年

度やりたいということで，今，希望は出しているところでございます。今年度は，既に枠

がいっぱいになっておりまして，そのフォーラムは実施できないので，代わりにというこ

とで，ミニフォーラム的なものを年末にかけまして開催しようかということで，今検討を

進めているところでございます。
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長尾委員

　それは，ミニフォーラムという結構な話だけど，それはそういう全国でやっているよう

なやつをもう少しコンパクトにしたようなやつを徳島県内で独自で関係者でやろうという

ことですか。

谷農村・鳥獣対策担当室長

　そのようなことで企画していこうと考えております。

長尾委員

　そこで，昨日か最近の地元紙の読者の手紙に，シカの対策で，オオカミを導入したらど

うかという御提言があったんだけど。北海道は，昔オオカミがいたから，エゾシカは適正

な数で推移していたけれども，北海道でオオカミを猟等で絶滅させて，オオカミがいなく

なって，天敵がいなくなったからエゾシカは今60万頭だったかな，大変増えてきていると。

それで農林への被害があるというようなことが聞いてるわけだけど，そういう中でオオカ

ミ，ただ，四国も昔オオカミがいたと。ただ，日本のオオカミはちょっと小型的なオオカ

ミのようなんだけど，そういう中で，例えば，外国のオオカミを導入したら，そういう一

つの方策になるんじゃないかというような記事が読者の手紙ににあった。それを読んだか

どうか，かつ，近々そういうオオカミを導入するというようなフォーラム，ないしは講演

会とかそういったことがあるともちょっと記憶にあるんだけども，そういったことについ

て承知しているのか，またあなたのところはこういうオオカミを導入ということについて

どう考えているのか，それちょっと教えてほしいんですけど。

谷農村・鳥獣対策担当室長

　オオカミを鳥獣対策として導入することに関してでございますが，委員おっしゃいまし

たオオカミフォーラムという研修会が開催されるという案内を頂いております。

　また，先日の読者の手紙等の新聞記事も読ませていただいたところでございます。

　ただ，今の時点では，導入というようなことはまだちょっと考えられませんで，まずは

情報収集から行っていきたいと考えております。

長尾委員

　当然そうだと思います。

　今，モンキードッグとか，そういったこともあるけど，オオカミというのも一つの方法

かなとも思うし，また場合によって情報収集し，当然これ徳島県だけでやれるかどうかと

いうこともある。いずれにしても，様々なそういう鳥獣害対策というのをやらなくちゃい

けないと思いますので，是非しっかりと情報を収集し，検討していただきたいと思います。

　それから，もう一点は，地籍調査の件でありますけれども，災害復旧の際の道路の地籍

等について，やっぱり地籍調査というのは非常に大事な問題だということは十分承知をし

ているわけでありますが，ただ，それが本県は，全国が平均50％ぐらいに対して，徳島県
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は30％ぐらいで，四国の中では最下位。かつ，津波が想定される海部郡等においてはゼ

ロ％とか２％とか，それが松茂とか 100％できているところもあり，県内の市町村におい

てすごく格差があると。これは，所管は，国は国土交通省で，徳島県は農林水産部で，市

町村はまたばらばらで，またその取組も，従来は県は農林水産部だけだけど，しかし，本

来は，住家連担しているそういう海岸都市部，そういったところは大変難しい問題がある。

そこは例えば，県土整備部，実際の危機管理は危機管理部というようなことでばらばらで

あるのを，うちを頭にして３部が連携して対応すると，予算等も検討していくということ

だけども，現在，徳島県の地籍調査の推進状況，率というのはそんなに簡単には一，二年

では変化がないと思うけど，現状，全国的に何％，徳島県内で最近市町村でパーセントが

動いたところってあるのかないのか，それを報告してもらいたい。

井形農山漁村振興課長

　ただいま，長尾委員のほうから地籍調査の現在の進捗状況についてという御質問を頂き

ました。

　平成27年度末の地籍調査の県の進捗率につきましては34.6％となっておりまして，全国

平均は，委員からもありましたように，51.3％で，全国よりは遅れている状況でございま

す。

　ただ，現在予算を増額して積極的に推進を努めていることから，前年度に比べまして

1.4％の伸びとなっております。全国の平均の年間の進捗率が 0.4％であることから，全

国の３倍を超える率で進捗を図っているところでございます。

　本県の順位は，全国で前年度の平成26年度の28位から，新潟県を抜いて27位となってい

るところでございます。

長尾委員

　なかなか急にこれを上げるというのは大変な予算と人力がかかると思うので，簡単には

いかないと思うけど，その分，その格差の厳しいところを早く重点的にやっていくという

ことが大事です。今回，ハザードマップ等が出て，海岸線と言われたけど，今度は中央構

造線のほうもやるわけでありますから，そういったところも考えなくてはいけないと思う

ところでございます。

　そこでお聞きするんだけど，この問題がなかなか進まないのは，例えば，市町村が一番

難しい問題は立会業務，立ち合うということが非常に大変な話で，そこが当然持ち主とか

いろんな地権者の交渉というのは難しい。だから，その市町村の職員が立ち会うというの

は，何かの際に不利益が被ると。場合によっては裁判にかけられると。県内の自治体でも

そういう事例があって，職員が後ろに引くと。なかなかここは進まないと。また，そうい

うところは職員もつきたくない。しかし， 100％進んだところは，前も申し上げたけど，

専門の，例えば土地家屋調査士協会とか，そういった人たちによく相談をし，いわゆる立

会いのプロでありますから，そこで進んでいくということがございます。

　そこで，県内の農林水産部，県土整備部，いろいろあるけど，県内のこの地籍調査で，

土地家屋調査士協会に発注した件数，全体の件数と土地家屋調査士に発注した件数という
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のはどのぐらいあるのか。

井形農山漁村振興課長

　ただいま，長尾委員から御質問がありました，土地家屋調査士に発注した件数，申し訳

ございませんが，今，手元に資料を持ち合わせておりません。

　ただ，土地家屋調査士の活用については，毎年度市町村の担当者会議というのを行って

おりまして，その中に，土地家屋調査士会の方にも来ていただいて，調査士さんの役割等

についてもマッチングを図っているところでございます。

　申し訳ございませんが，繰り返しになりますけども，ちょっと現在，手元に件数は把握

しておりません。

長尾委員

　市町村の調査もして，件数は後日でいいから，１回それは資料として頂きたいと思いま

す。これはよろしいでしょうか。

井形農山漁村振興課長

　各市町村に照会をかけまして，整理をして御報告させていただきたいと思います。

長尾委員

　その中で，その土地家屋調査士なんだけども，県内の土地家屋調査士なのか，県外の土

地家屋調査士なのか。県外の土地家屋調査士に依頼しているケースがあるかどうか，それ

は今数字は後日の調査でいいけど，そういうことがあるかどうかということについては，

あると思ってますか。

井形農山漁村振興課長

　県外の土地家屋調査士に委託している事例があるかということでございますけれども，

正確に調べてみないとわかりませんけども，委託しているのは基本的には県内の土地家屋

調査士さんだと考えております。

長尾委員

　これも一応確認をして御報告願いたいと思うけど，いわゆる県外の土地家屋調査士の場

合は，県内との違いは何かというと，いわゆる市町村なり県が依頼をする。それでその地

権者と話をする，交渉すると。県外は，行きました，駄目でした，駄目なところと報告す

ればそれで終わり，金だけは取る。でも，仕事は進まない。こういうケースがある。

　でも，県内の土地家屋調査士は，１回行って駄目なら２回行く。２回行って駄目なら３

回行く。そういったことがある意味義務づけられていたらいいんだけれども，行きました

よと，何回関係なく，行きましたよ，できませんでしたと。それでも調査費だけ取って。

でも，地元の業者だとそうはいかない。そういったところがある意味はっきりしてなくて，

金だけ持っていく不届きなやつもいると聞いている。だから，ある意味，県内優先発注制
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度というのはあるけど，しっかりそういったところもそういう視点をきちっと持ってやっ

ていくことが大事だということを指摘しておきたいと思います。それで，そういったこと

を踏まえた上で調査をして，報告をお願いしたいと思います。その点よろしいでしょうか。

井形農山漁村振興課長

　今，長尾委員のほうからありました，県内，県外の発注状況，それからその発注する場

合の境界立会を適正にやる，そういうことも踏まえて調査をして，後日報告させていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。

長尾委員

　南海トラフによる巨大地震を迎え撃つというチームの基本姿勢を踏まえて，是非この地

籍調査については遅れている分だけ，ほかの県よりいち早く，そしてまた県内の格差のあ

る，当然被害想定が厳しく，早く復旧をしなくちゃいけないところ，そういったところを

しっかりと県土整備部ないしは危機管理部，市町村，よく連携をとって，重点配分して予

算を付けて，早くその結果というか効果があらわれるように，関係者の取組を注目してお

きたいと思います。

　以上です。

上村委員

　私からは３点ほどあるんですけれども，一つは，先ほど報告がありました台風16号によ

る農林水産業被害についてですけれども，被害状況については，先ほど正確な報告もあっ

て，これからどのような復旧が行われていくかの対応状況についても報告がありました。

先日，農林水産省が台風で被害を受けた農業用ハウスに対して公的支援を行うということ

を決めたという報道がありました。国が３割以内の範囲で被害について負担をするという

ような中身だと思うんですけれども，この制度適用というのは，この対応状況の中には反

映されているんでしょうか。どんなふうに今後していくのかということを含めて，御報告

を頂きたいと思います。

佐々木農林水産政策課長

　台風16号の被害に関する国からの支援についてでございますが，激甚指定でありますと

か，そういった指定を受けたところにつきましては，国のほうから支援するということで

文書が出ておったと思うんですが，県内の状況につきましては，今のところ激甚指定等は

受けておりませんので，そういうところは対象にならないのかなと考えています。

　また詳しい情報収集に努めまして，できるだけ使える制度はしっかり使ってまいりたい

というふうに考えております。

上村委員

　農林水産省のホームページを見ましたら，徳島についても被害状況で県として名前がい

ろんな項目で挙がっていたので，恐らくあるんじゃないかと思うので，また是非確認して
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いただいて，報告を頂けたらと思います。

　続けてですけれども，庄野委員のほうからもちょっと一部ありましたけれども，私もこ

の徳島県農林水産基本計画レポートを読ませていただきまして，非常に多岐にわたってい

ろんな計画をして評価をしているんだなということがよくわかったんですけれども，

ちょっとわからない点があるので，幾つかお伺いしたいと思います。

　というのは，お米のところなんですけれども，これレポートの12ページですかね。農地

中間管理機構等を活用した農地集積面積，累計で，新規就農者と区別して書いてあります

けれども，平成27年の実績が 242ヘクタールということで，平成28年，今年度の目標が

1,000ヘクタールとなっているんです。これ大分かい離しているんですけれども，これを

目標達成するために今どんな取組をされているのかという点。それと，県内の農林水産業

の所得についても，20ページに書かれていますけれども，なかなか農業の生産所得を上げ

るというのは大変なんだと思うんですけど，実際のところは，平成18年から平成26年にか

けてずっと折れ線グラフで描いてありますけれども，収入が減ってきていると。平成26年

だと年間 257 万円ですかね，これをどうやって上げていくのか。もうかるブランド推進戦

略みたいなのもいろいろあるんですけれども，全体としてはなかなか厳しい状況かなとい

うことで，これについて，どのように収益を上げていくために取り組むのかと。いろんな

ところでこういった方針が出されていますけれども，この大まかな方向をちょっと教えて

いただきたいと。

　それから，鳴門わかめの問題も出ていたんですけれども，鳴門わかめは非常に厳しい状

況かなとは思うんですが，36ページですけれども，養殖ワカメの生産量が平成27年度の実

績が 6,300 トンで，目標が１万トンなんですよね。これ天然ワカメも，実績が29トンのと

ころが，目標が 300 トンというので，かなりこの目標達成までには道筋があるかなと思う

んですが，先ほどのような県南で新品種も改良したということで，この目標が達成できる

見込みがあるのかどうか。

　それから，もう一つ，鳥獣被害対策で，モンキードッグの育成も出ていたんですけど，

このモンキードッグの効果というのは，私の地元でもモンキードッグが何匹か養成された

んですけど，ほとんど役に立ってないというような状況のようなんです。最近，近所の方

でモンキードッグの養成に出したんだけども，半年でモンキードッグに向きませんという

ことで返されたというような事例もあるので，このモンキードッグの効果というのはどん

なふうに評価されているのかと。

　それから，ニホンジカの捕獲頭数，これ平成28年の目標が 6,300頭のところが，実績が

１万 2,582頭と倍ぐらい上がっているので，これについては何か取組ですごいことをやっ

たのかなと，幾つかありましたけれども，答弁をお願いします。

水田農地戦略推進担当室長

　上村委員のまず最初の御質問でございます，農地中間管理機構等を活用した農地集積面

積でございます。

　基本計画におきましては，平成28年度の目標 1,000ヘクタールということになっており

ますけれども，これは，年間 500ヘクタールで２年間の目標となっておりまして，平成27
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年度につきましては， 242ヘクタールということで，大体５割の実績となっております。

本県の担い手の農地集積につきましては，今現在，農地中間管理機構によります農地中間

管理事業を推進しておるところでございますけれども，平成27年度の転貸の実績，これが

認可公告ベースで86ヘクタールということになっております。前年の平成26年度と比較し

ますと 2.3倍ということになっておりますが，ただ，先ほどの県全体の農地集積面積の

500ヘクタールと比べますとまだまだというような状況でございます。

　この要因としましては，農地の貸付け希望が少なくて，マッチングが不十分であること

とか，10年の貸付けを不安視する声が多くて，10年未満の貸付けに対応できていないとか，

また事業の周知不足でありますとか，煩雑な手続などによって，機構を通さない農地集積

が多くて，機構の活用が十分図られていないという状況があろうかと思います。

　このため，県としましては今年度，市町村段階のニーズの掘り起こし，手続などを支援

していただく機構の現地推進員を新たに設置していく方向で協力をしておりまして，今現

在４名ほど配置をしておるところでございます。また，10年未満の貸付けに対応するべく，

３年とか５年など比較的短い貸借期間にも対応するようにということで事業を進めておる

ところでございまして，こうした対応で農地中間管理機構と連携を図りながら，更なる機

構の利用拡大を目指して取り組んでまいりたいと考えております。

新居もうかるブランド推進課長

　二つ目の御質問に頂きました，生産農業所得というところでございます。

　ここにつきましては，まず最初にお断りしておきますけれども，この農業というのは，

園芸品目，それから米，畜産というふうに大きく分かれているわけなんですが，私のとこ

ろでは，まず園芸についての内容について御説明させていただきます。

　このレポートの中で，13ページにございますけれども，園芸農業の振興というところが

ございます。ここの中で，これまで取り組んできた内容について記載させていただいてお

ります。代表しますと，野菜，果樹の経営安定化対策でありますとか，野菜の作付面積

1,000ヘクタールを目指しまして野菜の増産を推進してきたり，あと，花き産地の強化対

策でありますとか，持続的生産技術，つまり，なると金時と大根の手入れ砂対策，こう

いったことをこれまでさせていただいてきたところでございます。

　今後につきましては，まず，とくしまブランド推進機構，地域商社阿波ふうどでござい

ますけれども，ここを中心に，全国農業共同組合連合会，徳島県農業共同組合中央会，そ

れから徳島県農業開発公社，それから県と，この４者でいろんな施策を今展開しておると

ころでございます。一つには生産振興の中で，例えば，天候に左右されない施設園芸の推

進でありますとか，それから，少しでも農家さんの手間を省いて，その分生産に回してい

ただくというための調整作業の集約化でありますとか，こういったところに力を入れてい

るところでございます。

　あと，国のほうでもいろんな今後の方針が示されているわけなんですけれども，いわゆ

る農業資機材の生産コストの低減でありますとか，それから，流通コスト，これをいかに

低減していくかというようなことを地域商社阿波ふうどを核として今関係団体と取り組ん

でいるところでございます。
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　あと，もう一つは，徳島の野菜の価格をいかにして安定化させていくかということなん

ですけれども，ブランディングということがございます。ここにつきましては，徳島の野

菜の品質のよさをどうやって皆さんにわかっていただくかということに取り組んでいると

ころでございます。例えば，首都圏の有名スーパーでありますとか，高級スーパーであり

ますとか，デパ地下でありますとか，そういったところに常態的に徳島の野菜が流れてい

く仕組み作りでありますとか，それから，今回御報告させていただいておりますとくしま

ブランドギャラリーですとか，こういったところを核にして今後，特に首都圏でのブラン

ディングも図っていきたいというふうに考えるところでございます。

来島水産振興課長

　養殖鳴門わかめの生産量が目標値に対して実績が間に合ってないんではないかとか，ど

ういうふうな対策をするのかという内容の御質問でございました。

　鳴門わかめの生産量につきましては，平成３年の１万 5,000 トン余りという生産量を

ピークに，ここのところ 7,000 トン台， 6,000 トン台といったところで推移しているとこ

ろでございます。

　こういった生産量が減少した要因といたしましては，一つは担い手不足，もう一つは，

先ほど冒頭でも御説明がありましたような，高水温とか栄養塩の低下といった状況がござ

います。これらのことに対応しまして，先ほども説明がありましたような新品種の開発，

あと，高水温だけではなくて，低栄養塩に対する対応等も研究も含めて対応しているとこ

ろでございます。それに加えまして，一番根本的な問題であります担い手不足という点に

対しましては，今日も御報告させていただきましたようなアカデミーというふうな形を通

じて，今後担い手を養成していきたいと考えております。

　確かに，ここにありますような目標値というのが現状としてはなかなか達成困難な部分

はございますけれども，今後とも，高い目標にはなるかもわかりませんけれども，目標値

達成に向けて多方面の努力をしていきたいというふうに考えております。

谷農村・鳥獣対策担当室長

　委員お尋ねのシカの捕獲頭数がかなり多いという件でございますが，鳥獣被害対策とし

て捕獲の強化につきましては，国も重点的に強化しているところでございます。

　そこで，農林水産省からも環境省からも，また県のほうからも，捕獲を推進するような

補助事業が出ておりまして，それを積極的に活用しているため，このような結果になって

いるかと考えております。

　最後のモンキードッグの評価でございますが，聞き取りの結果でございますが，中には

適性がなく，猿を余り追いかけない犬もいると聞いておりますが，適性が合う犬でありま

したら，猿を追いかけて追い払うということで大変，効果的であるというふうに聞いてお

ります。

上村委員

　細かいこといろいろお聞きしましたけれども，またちょっと私もよく研究をしていきた
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いと思います。

　最後にですけれども，ＴＰＰの批准問題について，しつこいようですけれども，言わせ

ていただこうと思います。

　６日の一般質問で取り上げた問題ですけれども，まず，輸入米の価格偽装問題について，

７日に農林水産省が調査結果を公表しています。それによりますと，消費者の７割が調整

金と言われるような金銭のやりとりを実際行っていたことを認めています。

　調整金というのは，輸入米の価格を引き下げる道具となっているということで，農林水

産省としては，国産米の需給，また価格に影響を与えることを示すような事実は確認でき

なかったというふうに結論づけていますけれども，その一方で，調整金は禁止して，違反

した場合は措置をとるということで対応するようです。ＴＰＰが発効すれば，輸入米の売

買同時入札，ＳＢＳというのは最大で７万 8,400 トン，この枠は新設されるわけなんです。

国のほうは，影響がないということで，今回ＴＰＰの影響額の試算で米は入れていません。

徳島県もそれに倣って試算をしていませんけれども，徳島県の米への影響は本当にないん

でしょうか。この点について，まずお聞きしたいと思います。

宮本総合政策課政策調査幹

　上村委員のほうから，お米についての影響があるかないかの判断についての御質問を頂

きました。

　ＴＰＰに関しまして，徳島県としまして，国のルールに従った形で，国の試算に従った

形で県独自の試算を行ってきたところでございます。

　委員のほうからお話がありましたように，お米につきましては，国の施策，対策等を

もって，大きな影響はないという判断が下されたことから，国レベルでの試算は行われて

いないという状況でございます。繰り返しの答弁で恐縮でありますが，徳島県としまして

は，国の試算をよりどころとして，その方法を徳島県に当てはめた形で試算を行っていま

すので，米への影響はないという国の判断に従った状況でございます。

上村委員

　この調整金についてですけれども，使途が不明確なままですし，毎日新聞で10月８日に

結構大きく取り上げられていますけれども，この農林水産省の結論づけというのは，国産

米に影響なしありきだと，かなり厳しい批判をしています。実際に，毎日新聞が米の大手

仲卸業者から入手して調べたところでは，ＳＢＳ米の転売記録には，輸入米が国の公表価

格よりかなり安い値段で市場に流れていて，同品質とされる国産米より２割ほど安い値段

で実際に販売されていた自治体が書かれていたということです。一般的な取引単価で，60

キロ，１俵で計算すると 3,000 円近く割安となっていると。しかも，この政府が調べたと

きは国産米の価格が低迷しているときで，余り差が明らかでないというか，本当に調査し

なくてはいけないような時期を外して，いろいろ公文書の保管期間の問題もあったのか，

５年以内の調査ということで，本当にまともに調査をしているのかと言えるような状況で

はないかという批判も上がっています。

　調整金を使った取引をしたことがあるという卸業者については，流通の末端まで価格差
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が実際生じていたと証言もありますし，卸業者は国産米より安くしないと実際売れないと，

ＳＢＳ米が国産米の価格引下げ圧力になった面は否定できないというようなことも言って

いるんですよね。

　これ，ＴＰＰ批准を早く国会で承認してもらうために，この輸入米についての調整金に

ついて，農林水産省は早急に調査をして，結果を公表しますと約束してましたけれども，

この調査自体，本当にこれでいいのかということが問われている状況だと思うんです。こ

ういった状況でも，県は飽くまで国の試算をもとに考えると，この影響試算について，新

たにやっぱりこれは大変だということで考え直すべきではないかなと思うんです。この農

林水産基本計画のレポートでも，21ページに農業産出額の部門別構成比の推移というのが

書いてありますけれども，お米というのは，14％，13％に保っていたのが，平成26年で

10％台に落ちていますけれども，それでも，この農業産出額のかなり大きな部分を占めて

いると。実際に，県内でもお米を頑張って作っている方もたくさんおられると。この中で

も，この国の基準をもとに，飽くまでも影響試算しなくていいのか，この点について改め

てもう一回お聞きしたいと思います。

宮本総合政策課政策調査幹

　上村委員から頂きました御質問に対してお答えいたします。

　先ほど委員からもお話がありましたように，10月７日に国としまして，今回のＳＢＳ米

に関する調査の結果が公表されたところでございます。国の報告の中には，先ほどお話に

もありましたとおり，金銭のやりとりの事実というのは，国としても確認したと。ただ，

そのことが国産米価格への影響を与えている事実の確認はできなかったという結論を下し

ているところでございます。

　委員の御質問の中にもありましたとおり，報道各社におきまして独自調査をされて，影

響があったかのような報道もなされていることは承知しているところでございます。

　ただ，お米の影響額の試算も含めて，先ほど答弁させていただいたとおりでございます

が，現在，ＳＢＳに関する部分も含めまして，開催中の臨時国会におきまして，承認案，

それから関連法案，十分な御審議を頂いているところだという認識でおりますので，御理

解のほどよろしくお願いいたします。

上村委員

　今，国会で審議中というのは連日のようにやられていて，私もよく知っているんですけ

れども，今のそういった事実をもってしても，飽くまで国の推移を見守るということです

かね。

宮本総合政策課政策調査幹

　はい，繰り返しで恐縮です。現在，国会で十分な御審議がなされているという認識でお

りますので，その結果を見てまいりたいと思っております。

上村委員
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　ちょっとしつこくいきますけれども，またＴＰＰの影響試算の問題ですけれども，政府

はＴＰＰ交渉妥結までは，政府の農林水産業の損失見積額約３兆円ということで，県のほ

うも，これに倣ってかなり被害想定をしていたんですけど，今回妥結した後で，批准に向

けて国のほうが 1,300 億円から 2,100 億円程度にかなり20分の１ぐらいに圧縮しまして，

県もこの国の試算に倣ってそういう方向で試算をしていますけれども，これ今この国産米

一つとっても，信用性が本当になくなってきているなと思うんですが，この政府の試算に

倣って，今，県も23億何千万円かのこういう影響試算をして，対策をとっていると言いま

すけれども，本当に信用していいんでしょうか。もう一回お聞きしたいと思います。

宮本総合政策課政策調査幹

　試算の考え方につきましては，非常に様々な要素が絡み合う中で，計算方法等複雑に

なっております。県としましては，国の出しました試算の手法に基づき行うことが最も適

切な試算の方法だと考えておりますので，数字等の出し方につきましても，国の試算の方

法論にのっとった形としていることで御了承願えたらと思います。

上村委員

　そういうことですので，ちょっと一つ一ついきたいと思うんですけど，例えば，県内で

阿波とん豚等，非常に養豚が盛んなんですけれども，この豚肉の問題でも，実際はＴＰＰ

協定の承認が今アメリカのほうがかなり抵抗しているので，日本のほうではアメリカのオ

バマ大統領とも会って，是非ＴＰＰを早期に批准するようにという話も安倍総理大臣自ら

したようです。この２人の大統領候補が，ＴＰＰは現状では承認できないと言っていると

いうことで，今水面下で改めてＴＰＰについて米国が承認するように働きかけをしている

そうなんですけれども，例えば，アメリカの養豚業界では，日本が関税を大幅削減したか

ら輸出が増やせると思っていたら，国内対策で，差額の補塡率を引き上げるというじゃな

いかと。それで，アメリカからの輸入が十分増えなかったら問題だから，この日本の国内

対策をやめさせろと，こういった要求も出ていると聞いています。

　政府は，本当にこのＴＰＰを進めるために，アメリカとの交渉，ほかの国との交渉でも

かなり譲歩に譲歩を重ねているということで，こういったことで実際，豚肉についてもこ

のアメリカの要求をのむようなことがあれば，徳島県も大変な被害を受けると思うんです

けれども，ＴＰＰに打ち勝つ強い農業をといっても，その前提が崩れてしまうんではない

かなと思うんですけれども。

　ほかにも，かんきつ類の問題もあるんですが，政府は，ミカンとオレンジは差別化が図

られてて，国産果汁に非常に希少的な商材があるから，影響はないと。ＴＰＰ影響額も20

億円から42億円と，非常に過小に見積もっていますけれども，鈴木さんという東京大学の

教授が試算をしているんですけれども，これ，農業協同組合関係者がよく例に出すんです

が，この方の試算によれば，オレンジ青果と果汁の関税撤廃で輸入が増えて，最終的にミ

カンの国内生産額の６割，91億円が減少するんじゃないかと。これ政府試算の20倍から40

倍なんですよね。オレンジの青果の関税というのは季節によって違うんですけれども，こ

のＴＰＰ交渉の中で，最終的に８年目には完全撤廃ということが約束されています。私も
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実際，うちの夫の両親がミカンを作っていた時期があるので，国内でオレンジの自由化が

図られたときのミカンを諦めた農家の１人としてそういう話もよく聞くんですけれども，

自由化後に国内のミカンの生産がどうなったかということで，これはＴＰＰじゃありませ

んけれども，1991年にオレンジが自由化されて，1995年にＷＴＯがスタートして，生産量

が半減したんですよね。佐那河内村でも，ミカンをたくさん作っていたところがやめてほ

かのものに切りかえるということがこの時期にたくさんありました。自由化後に有効な事

後対策はないというのがこの事例を見ても明らかなので，こういった点でも，ＴＰＰにつ

いては交渉の中身が全て明らかになっていない中で，本当に政府の試算に従って対策を

採っていくというんでは大変だなと，取り返しがつかないんじゃないかなと，そういった

思いなんです。改めてこういった事例でも，やはり政府の試算に基づいて対策をしていく

のかというのが問われていると思いますけど，この点についてもう一回お聞きしたいと思

います。

宮本総合政策課政策調査幹

　試算等に関する県の考え方につきましては，先ほど来述べさせていただいたとおりでご

ざいまして，御意見として承りたいと思います。

上村委員

　宮本調査幹と論争してもしょうがないんですけれども，また，食の安全でも様々な問題

が言われているんです。

　これ県民の命と安全にかかわる問題で非常に重要と思うんですけれども，かんきつ類の

残留農薬の問題です。ＴＰＰで輸入圧力が強まったら，食品の安全性の問題でも見直しを

求められると。ポストハーベストの農薬ですけれども，日本では収穫後に残留しないよう

に使用されていますけれども，この輸入されるものについては，ポストハーベストという

のは，輸送中に効果が切れないようになるべく残留するように使われると。ですから，日

本では果物は輸入物でも皮をむいたら割合安全だと言われていますけれども，皮をむいて

も果実にかなり残るように，そういうふうに設定されていると。

　それと，遺伝子組み換えの表示の問題ですけれども，今は遺伝子組み換えしているかど

うかということが表示されていて，消費者も選択できるんですけれども，ＴＰＰの発効に

よるとこの表示ができなくなる可能性があると。

　また，日本で使用が禁止されている成長ホルモンとか，成長促進剤なんかも実際に使用

をされるように，そういうものが認められると。

　一番怖いのが，ＩＳＤＳ条項だと思うんですけれども，これって，国産や特定の地域産

を強調した表示，例えば，日本だと，豚肉とか牛肉とか，いろんなものに国産と表示して

いますけれども，こういうことでアメリカなんかを科学的な根拠なしに差別するものだと

して訴えられる可能性があるということですよね。食料の原産地表示さえもできなくなれ

ば，消費者が選別することもできなくなりますし，国産品の優位性で高く売るということ

も実際できなくなると。こういった大きな問題もはらんでいるので，県は，農林水産業を

成長産業化するということで，非常に綿密に計画も立てて，いろんな工夫もやってますけ
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れども，こういったＴＰＰの影響があれば，こんな計画を立てても，絵に描いた餅になっ

てしまう可能性があるんじゃないかと。ですから私は，ＴＰＰ発効については是非ともこ

れは認めるなということを国にもう一回意見書を上げるべきだなと思うんです。県として

も，ＴＰＰ発効の影響というのをもっと真剣に検討すべきではないかなと思っています。

　一般質問の答弁で，松本部長さんは，ＴＰＰにかかわらず，進展する経済のグローバル

化へ対応してくんだということで，就業者の高齢化や減少など，厳しい対応にある本県農

林水産業の体質強化を着実に進める必要があると認識していると答弁で言われましたけれ

ども，本当にそう思っているなら，ＴＰＰに関わらずではなく，まずＴＰＰについて，ど

うしても困るんだと，こういうことを言うべきじゃないでしょうかね。農林水産業にとっ

ても，県民にとっても，利益がほとんどないんじゃないかと，大変有害な条約だと実際思

いませんかね，皆さん。この点について，松本部長さんの御意見ちょっと伺いたいんです

けど，いかがでしょうか。

宮本総合政策課政策調査幹

　ＴＰＰに関しましては，先の本会議でも部長のほうより答弁をさせていただいたところ

でございます。

　我が県のみならず，日本国内の農林水産業を取り巻く状況は非常に厳しい状況にあるこ

とは十分認識しておるところでございます。ＴＰＰを初め，経済のグローバル化への対応，

就業者の高齢化，減少など，様々な大きな課題がある中で，県といたしましては十分その

ための守りの対策，それから攻めに転じる対策，それらをとっていく必要があると考えて

おります。

　そうした中で，今現在，生産現場の声を踏まえましたＴＰＰ対応基本戦略というのを昨

年12月全国に先駆けて，県として策定しております。これらの戦略を実践する推進エンジ

ンとして県独自の基金，農林水産業未来創造基金を本年４月に創設したところでございま

す。

　県といたしましては，引き続き，国の動向などを注視怠ることなく，国の対策はもちろ

んのこと，県独自の基金を最大限に活用しながら，しっかりと対応してまいりたいと考え

ております。

上村委員

　国の動向を注視してと，相変わらずですけれども，今，国のほうはこの国会でＴＰＰの

承認をしてしまおうと，そういった動きですよね。

　昨年９月の定例会で，徳島県議会でこのＴＰＰの大筋合意受けて，意見書を出したと思

うんです。この中で，全ての交渉分野において，国民に対しわかりやすい詳細な説明を行

うとともに，ＴＰＰが地域経済，国民生活などに及ぼす影響を分析し，具体的かつ速やか

に情報を開示することなどを求めたと思うんですけれども，こういった点について，今の

国会で国の姿勢，本当に評価できるんでしょうか。これは，もう委員の皆さんにもお聞き

したいんですけれども。その上で，是非お手元に配付されています臨時国会でＴＰＰ協定

を批准しないことを求める意見書，これ農業者の代表者の方が出していますので，是非こ
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れについて真剣に検討いただいて，意見書を上げていく方向で御賛同いただきたいなと思

います。以上で，意見ばっかり言いましたけれども，私の討論を終わります。

丸若委員長

　午食のため休憩いたします。（12時02分）

丸若委員長

　再開します。（13時03分）

元木委員

　私のほうからは，漁業についてまず質問させていただきたいと思います。

　漁業の担い手対策というようなことで，今回もアカデミーの概要をお示しいただいたわ

けでございます。

　平成27年度には，漁業人材育成事業で69万 8,000 円，また，青年漁業者就業給付金モデ

ル事業ということで 915万 6,000 円の事業が計上されて，漁業人材の育成に取り組まれた

ということでございます。まず，昨年度の取組によりまして，どのような成果，効果が見

られたのか，そして，その取組を踏まえて，どのような取組を現在展開しておられるのか

という点についてお伺いいたします。

来島水産振興課長

　ただいま，元木委員のほうから漁業の担い手対策についての御質問がございました。

　昨年度は，委員御指摘のように新たな給付金を創設いたしまして，14名の方に給付を

行ったところでございます。その実績を踏まえまして，今年度もまた新たに国の交付金を

活用し，青年漁業者等就業支援事業として，やや制度を変えたような形で年間最大75万円

の給付制度というものは持続しておりまして，現在，これについて11名の青年漁業者の方

に利用していただいております。昨年度，今年度合わせたこういった給付制度において，

就業されている方々について，現時点で職を離れられたという方はいらっしゃらないとい

うことなので，一定の定着化という成果はあったかなと思っております。

　また，その昨年度の実績を踏まえて，今年度は担い手トータルサポート事業ということ

で就業の機会を作り，それから漁業学校で学んでもらい，定着をしていただくということ

を，一環した事業として進めることにしておりまして，今年度７月には，漁業就業マッチ

ングセンターを東京と徳島のほうに開設して，新たな就業機会の増設等に取り組んでいる

ところでございます。

元木委員

　今，県内の漁業を取り巻く現状についてもお伺いしときたいと思います。

　次代を担う有能な漁業人材の確保，育成に努められておるということでございますけれ

ども，実際のところ，今，青年の漁業者の方というのは県下でどの程度いらっしゃって，

どういった増減があるのかということについてお伺いできたらと思います。
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来島水産振興課長

　今の担い手の状況でございます。

　先ほど申し上げたことの続きになりますけれども，新規の就業者につきましては，年間

20名程度で推移しておるということでございます。漁業者全体で申し上げますと，ちょっ

とデータは古いんですけれども平成25年度の漁業就業者数は全部で 2,512名ということで

ございまして，過去20年間で約 2,000人，半減近くしておるということでございます。65

歳以上の方が45％に達しておるということでございまして，このままの状況ですと，まだ

まだ就業者が減っていく可能性が十分あるという非常に厳しい状況であると認識しており

ます。

元木委員

　ありがとうございました。

　恐らく，漁業の世界というのは，親から子へ，子から孫へという伝承という形態が一般

的な形で，恐らく後継ぎになるべき若手の方がなかなか漁業ではやっていけないというよ

うな状況の中で，漁業を諦めて，普通のサラリーマンになったりという形もあるのかなと

推測をいたしておるところでございます。そういう中で，漁業の人材の高齢化に対してど

のように取り組んでいくのかというのが一つの大きな課題ということでございました。

　こういう中で，このとくしま漁業アカデミーの取組によって，若い漁業人材が少しでも

増えていって，本県漁業の振興につながればと願っておるわけでございますけれども，こ

の資料をちょっと先ほど見ておりますと，募集人員が５名というようなことでございまし

た。ちょっと人数が少ないという，率直な印象なんですけれども，この５名の方の年齢に

ついてはどういった方を想定しておられるのか。また５名の規模でしたら，県が直接関わ

らなくても，民間団体ですとか市や町の協力を得れば，もう少し効果的な取組もできるの

ではないかなと感じたわけでございますけれども，状況をお伺いいたします。

来島水産振興課長

　漁業アカデミーの募集人員５名についての御質問でございます。

　この漁業アカデミー，今回募集を５名程度ということにいたしました。それの根拠とい

たしましては，当然，漁業の新規就業者を増やしていかなければいけないという観点から

すると，多いに越したことはないんですけれども，こういった本県と同じような形で実際

にこういう漁業学校を開設しているところが幾つかあります。そういったところの実際の

募集状況，あと集まり具合等を見ても，大体２名とか３名とか，実際に来るのがそういう

県が多かったり，一番多いところでも10名集まるか集まらないかというのが現状でござい

ます。

　そういった中で，私どもとしては，まずは５名で始めまして，それで，先ほど報告いた

しましたような基本方針にのっとって，全国の漁業学校の中でも特徴ある取組をする中で，

より多くの人材を集めていきたい。ですから，仮に５名以上の募集が来て，その方々がそ

ういった，漁業アカデミーに学ぶにふさわしい人ということであれば，５名を超えても受
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け入れすることはある程度であれば可能かなというふうには思っております。

　あと，市町村とか他団体との連携についても，それも当然今もやっておりますし，今回

の漁業アカデミーについても，そういったことでまた今後連携を図っていきたいというふ

うに考えております。

元木委員

　全国で同じような取組がなされている中で，本県ならではのやはり個性というのを発揮

して，県外からも人を集めてこられるようなアカデミーにしていただくことが大事なん

じゃないかなと感じております。どういった点に力点を置いてアカデミーのカリキュラム

を組んでおられるのか，どういった点を工夫されておられるのかについてお伺いいたしま

す。

来島水産振興課長

　他県の事例も踏まえた上で，特徴ある学校づくりのためにどのような取組をしておるの

かというふうな御質問でございます。

　まず，先ほど御報告させていただきました運営方針の中にもあるんですけれども，本県

の漁業の特徴といたしましては，他県に比べて一つ一つの規模はそんなに大きくはないん

ですけれども，播磨灘，紀伊水道，太平洋にまたがる様々な漁業を現在，本県ではやって

いるということでございます。

　そういった漁業を例えば県外の方がやられるときに，実際に今後どういった漁業に就い

たらいいのかというのがなかなかわかりにくい場合があるかと思います。そういったこと

の中で，この運営方針の２点目にございますけれども，進路選択オリエンテーションとい

う形をとりまして，一通り漁業体験をしていただいた上で自分の適性を見ていただいて，

それでそこから先の研修内容，どういった部分で研修，現場実習を重点的にやっていくの

かということを自ら決めてもらう。こういうオーダーメード型研修という実習，これはな

かなか他県ではやってないことだと思うんですけれども，こういった受講生の側に立った

カリキュラムを組んでいきたいというふうに思っております。

　なので，この研修概要のカリキュラムのところにもございますが，座学，現場実習，資

格取得とあります。資格取得については，実際に漁師さんにとって最低限必要な小型船舶

操縦士，あと特殊無線技士，こういった免許をこの１年間の中で取っていただくというふ

うなものも加えておりますし，座学に加えて，現場実習も 160 日ということで組んでおり

ます。これは，実際に現場実習を指導していただく漁師の方々，我々は親方軍団と呼んで

おるんですけれども，そういった現場での研修体制の充実というふうなものをあわせて

行っていくと，こういったところを特徴にやっていこうと考えております。

元木委員

　進路選択オリエンテーションを初めとしたオーダーメード型の実習ということを一つの

売りにしているということでございます。

　是非，全国に誇れるような優れた取組を県外の方に知っていただいて，県外の方も来て
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徳島で漁業を勉強してみようかなというような気にさせるような取組を進めていただきた

いと思います。

　ついては，一般的な座学等も含まれておるようなんですけれども，近隣府県など県外と

県レベルでの取組ですとか，あるいは大学の水産関連の学部との連携というのも検討して

はどうかと思いますけれども，いかがでしょうか。

来島水産振興課長

　まず，ここの資料にもございますが，本県には徳島大学生物資源産業学部が今年度でき

ております。ここの大学及び高等専門学校，科学技術高等学校といった，関連する大学，

高等専門学校及びそこに学ぶ学生さんたちとか，教える教員の方々がいらっしゃいます。

当然，今回のアカデミーのみならず特に水産研究課とか水産種苗生産施設もそうなんです

けれども，連携をとりながらやっていこうと思っております。

　他県との連携については，現時点ではちょっとまだ十分考えられてないんですけども，

そういったことも今後検討していくというふうに思っております。

元木委員

　四国の中でも水産の専門の学科がないのは徳島だけというのをお伺いいたしております。

生物資源産業学部ができたことを契機として，徳島で育った子が徳島の大学を出て，徳島

で水産の部門でも専門的な勉強をして，徳島で働くという世界を是非これを機会に作る

きっかけとしていただきたいなと願っております。そういった点についても将来的な展望

として持っていただいて，この漁業アカデミーを更に進化をさせていただきたいと思って

おる次第でございます。

　あと，都市部におきましても，水産学習を今クローズアップして，小学生なんかに魚に

親しむような勉強ですとか，漁業を勉強させるときに，教科書しか指導する教材がないと

いうような学校もあるようでございます。そういった都市部の方が活用していただけるよ

うな設備を設けて，都会から子供たちに勉強に来ていただくと。徳島県内の子供たちもも

ちろんでございますけれども，そういった取組も進めていったらどうかなと常日頃思って

おるわけでございますけれども，今回のその研修ですと，水産研究課美波庁舎，鳴門庁舎，

水産種苗生産施設，漁業生産現場等となっておりますが，こういった子供たちでも研修で

きるような施設，設備を整えていかれる御予定はあるのかという点についてお伺いいたし

ます。

来島水産振興課長

　県外も含めた子供たちの学習の場として，水産研究課とか栽培漁業センターの活用とい

いますか，子供たち向けのそういった施設整備なり，機能強化なりをしたらどうかという

ふうな旨の御質問かと思います。

　本県でも，県内の児童や生徒を対象とした漁業の紹介とか，あと，料理教室，漁業体験

等は学校のほうに職員が赴いて，従来もやってきたところでございます。

　また，本県の科学技術高校の生徒に対しては，漁業体験を通じて漁業を学んでいただい
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ているというふうな実績がございます。

　委員御指摘のように，今回の水産研究課の美波庁舎等を学校教育の場に積極的に活用し

てはどうかということについては，非常にいい御提案と思っております。当面，そういっ

た学習の場用に施設整備をするというところまでの展開まではちょっと今のところはない

んですけれども，是非，こういった我々の取組を紹介する中で，そういった教育現場から

の声を受けて，こういった本県の漁業なり漁業の取組を学習していただくということは，

将来的な担い手対策ということにつながる可能性も十分ございますし，そういったことも

積極的に進めていこうと考えております。

元木委員

　是非将来の漁業を担う若者作りのために，そういった子供たち，特に都市部の子供たち，

都市部との交流との事業の兼ね合いで，小学生等が親御さんと一緒になってでも結構と思

いますので，訪れて，勉強できるような場作りということもあわせて御検討いただくよう

にお願い申し上げたいと思う次第でございます。

　続きまして，傾斜地農業の日本遺産への登録ということで，今報道等でもいろいろ騒が

れておられまして，つるぎ町や東みよし町周辺の市町が一体となって取り組んでいるよう

でございます。県として，今この傾斜地農業の日本遺産への登録，そしてそれに次ぐ世界

遺産への登録に向けた取組をどのように支援をしておられるのかという点についてお伺い

をいたします。

谷農村・鳥獣対策担当室長

　世界農業遺産，日本農業遺産への認定に向けた取組を県がどう支援しているかという御

質問に対してでございますが，そもそもこの世界農業遺産は，社会や環境に順応しながら

何世代にもわたり形作られてきた，世界的に重要な農業システムを国連食糧農業機関ＦＡ

Ｏが認定するものでございます。

　この認定を受けるということは，条件の厳しい山間の急傾斜地農業に光を当てるという

意味からも，新しい地域振興につなげるという意味でも，有益な取組であると考えており

ます。

　この世界遺産への認定は，２年前に美馬市，三好市，つるぎ町，東みよし町，ＪＡ美馬，

ＪＡ東みよしで作る徳島剣山世界農業遺産推進協議会が認定申請を行ったものでございま

すが，農林水産省の専門家会議で，生物多様性との関連性，それから認定後のアクション

プランの内容について，更なる精査が必要ということで，惜しくも認定を保留されたもの

でございます。

　このため，再チャレンジに向けまして，推進体制の強化や専門家会議で指摘された点の

改善，地域への広がり作りに県も一体となって取り組んできたところでございます。

　この平成28年度から農林水産省が日本農業遺産を創設いたしまして，世界農業遺産と同

時申請が可能になったため，この９月に同推進協議会が同時申請ということで世界農業遺

産と日本農業遺産への認定申請を行ったところでございます。

　地域農業の維持保全のために，こういった地域資源の観光活用，それから農法の継承シ
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ステム作りなど，様々な自治体と連携して具体的方策を実施検討し，地域の維持発展に向

けて今後とも支援していきたいと考えております。

元木委員

　先ほど来の議論でも，鳥獣被害の問題もございました。中山間で農業が疲弊しているこ

とが，その鳥獣被害，平たん部での鳥獣被害の度合いを高めておるというような指摘もご

ざいます。もちろん，すばらしい景観を維持していただいているという意味でも，私の地

元でもそばとか，本当にそばの花がきれいに咲いている景色というのは見応えがあって感

動しているわけでございます。そういった視点からも是非この傾斜地農業というのを支え

ていっていただきたいと思うわけでございます。

　そもそもの話ですけれども，この日本遺産，世界遺産に登録をされると，どんなメリッ

トがあるのかという点についてお伺いをいたします。

谷農村・鳥獣対策担当室長

　この世界農業遺産，日本農業遺産というものは，その動的なシステムを遺産として登録

していくものでございます。このにし阿波地域，この傾斜地農業の地域は，高齢化，過疎

化も進んでおりまして，それを継続するための課題も多いんでございますが，現在，アク

ションプランということで，いろんな人に関わっていただいて，このシステムを維持した

り，これを観光利用しようというような取組が始まっております。また，メリットといい

ますか，この取組を行う中で，地域の方がかなり元気になってきているというような御報

告もございまして，そういう意味からもメリットといいますか，効果があるというふうに

考えております。

元木委員

　是非，この県西部の中山間地域の農業振興に向けて，この傾斜地農法というのを遺産，

レガシーとして，これからも徳島の宝として育てていっていただきたいと思うわけでござ

います。情報発信というのも大事な視点なんじゃないかなと思いますけれども，都市部と

県外に対して，この傾斜地農業をどう情報発信していくのかという点についても関心を

持っていただいて，市町村と一緒になって取り組んでいただきたいということを要望させ

ていただきたいと思います。

　それとあと，ついでになんですけれども，国会の議論なんかも見ておりまして，この傾

斜地農業と同様に重要とされておる棚田の保全というのもクローズアップされておるわけ

でございます。県においても，棚田の魅力を県民へのＰＲですとか都市住民との交流，地

域コミュニティー活動を推進する人材育成等を通じて，この中山間地域の中における棚田

の保全ということについて，これまで取り組んでこられたということでございます。安倍

首相もプライスレスの価値がある棚田だというようなことでお話しされておられました。

今，徳島県内でも上勝町のほうで棚田百選に選ばれている地域があるなど，徳島県下でも

全国に誇れる棚田があるわけでございますけれども，今の県下の棚田はどういった状況な

のか，どのような保全活動を行って棚田の振興に向けて取り組んでおられるのかというこ
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とについてお伺いいたします。

井形農山漁村振興課長

　ただいま元木委員のほうから，県の棚田の保全についての取組についての御質問を頂き

ました。

　棚田の保全につきましては，中山間ふるさと・水と土保全基金，これを活用しまして，

棚田のＰＲや保全活動，またこういう活動を通じまして，棚田の存在する中山間地域の活

性化に取り組んでいるところでございます。

　具体的には，棚田の保全に関する情報を発信するため，県のホームページにおきまして，

水源の涵養や洪水防止などの棚田の持つ様々の機能や県内の主な棚田地域，ホームページ

では62か所紹介しておりますけれども，情報発信に努めているところでございます。

　また，先ほど委員からもありましたけれども，そばのきれいな花というふうな言葉もご

ざいましたけれども，中山間地域の農村風景等を題材としたフォトコンテストを毎年開催

しまして，県民の棚田地域への関心を高め，応募された作品につきましては，毎年７月上

旬から１か月間，徳島阿波おどり空港におきまして作品展示を行いまして，中山間地域の

魅力を発信しているところでございます。

　さらに，大学や企業などと農山村地域の間を県が取り持ちまして，農山漁村での作業や

地域の活性化活動を共同で実施します，とくしまふるさと応援し隊事業によりまして，棚

田の傾坂の補修でありますとか，のり面の草刈りなどの保全活動に取り組んでいるところ

でございます。

　平成27年度には上勝町の樫原で棚田の傾坂補修などを応援したとか，美馬町の広棚とい

う地域で棚田沿いの農道のり面の除草等を応援したという実績がございます。

　今後とも棚田のＰＲや応援し隊事業を活用しまして，棚田の保全活動が円滑に取り組ま

れますよう支援してまいりたいと考えているところでございます。

元木委員

　ソフトの事業を中心に様々な取組を進めていただいておるという答弁でございました。

　棚田は徳島の宝であるという認識は共有できると思いますが，中山間のいかんせん高齢

化の進行が著しいわけでございますので，これまで以上に積極的な支援をしていただいて，

今ある貴重な棚田の価値というのを残していっていただきたいと，全国に情報発信をして

いただきたいということもあわせて要望をさせていただきたいと思います。

　あと，子供さんの育成という点についても，もちろん重要な視点でございますので，教

育ファームの取組支援事業の現状についても少しお伺いをしたいと思います。

　県では，地産地消食育意識向上等のために小学生に農業体験の機会を提供して，親と一

緒になって取り組むような場作りというのにも取り組んでいただいておると聞いておりま

す。また，環境保全という観点でも，県内の三つの小学校で田んぼや農業用施設の持つ多

面的機能への理解を深めるというようなことも取り組まれておると聞いております。

　こういうような中，我々経済委員会でも，くるるの杜という畑の学校，田んぼの学校を

訪問して，農業協同組合や地元のプロスポーツチームなんかと連携して，子供の体験学習
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を強化していこうというような取組を見させていただいて，本当にすばらしいなと感じた

ところでございます。こういった週末を利用したような小学校低学年の方が親子連れであ

ちこちから来て体験できるような学校をもっともっと推進していけば，将来的には中山間

農業の飛躍，改善にもつながっていくんじゃないかなと思うわけでございますが，この件

の取組についてどのように推進していかれるのか，これをお伺いしたいと思います。

井形農山漁村振興課長

　元木委員のほうから質問いただきました田んぼの学校につきましては，当課で土地改良

事業が改正されまして，農業農村整備事業を実施するに当たって，環境等への所要の配慮

が求められるようになりました。これを契機としまして，事業実施に当たり，田んぼ周辺

の水路，そういうところの生き物調査をしているところでございます。この調査に当たり

まして，地元の子供たちにも参画いただくというふうな取組を行っておりまして，具体的

には，県内の小学生に環境学習として田んぼや水路の生き物調査を実施していただいてお

ります。これを田んぼの学校と呼んでいるところでございまして，具体的には平成26年度，

平成27年度におきましては，徳島市の国府小学校，鳴門市の大津西小学校，それから海陽

町の海部小学校において生き物調査を実施した学習，田んぼの学校を実施したところでご

ざいます。

元木委員

　このくるるの杜は農業協同組合が主体となって取り組まれておるというようなことでご

ざいまして，一義的には農業協同組合さんにもお願いしていかなればいけないのかなと思

います。今県下を見渡してみますと，産直市がかなり充実して，年配の方なんかが産直市

にお野菜を作って持ってきたり，こういうところがうまく好循環しているのかなと感じて

おる部分もございます。そういった方々のお力をお借りしたり，あと，民泊というような

ことも農業体験とともにセットで売り出して，都市部からの子供を寄せて，体験学習等の

機会を提供しているところも増えておると聞いております。是非こういった諸団体と連携

をとりながら，冒頭に申し上げましたとおり，徳島ヴォルティスですとか徳島インディゴ

ソックスのようなプロスポーツチームなんかの協力も得ながら，あるいは教育委員会の協

力も得ながら，子供が農業に親しむ環境作りについて積極的に取り組んでいただけますよ

う要望させていただきたいと思います。

　最後に，畜産の関係で今回，指定生乳生産者団体制度の存続等に関する要望書というも

のが日本酪農政治連盟というところから本県の畜産振興議員連盟宛てに出てきておるわけ

でございます。

　ＴＰＰの流れを受けて，規制改革会議の答申の中で，酪農家の苦労が所得面で報われて

おらず，その要因として生産流通構造の問題から所得還元につながっていないということ

で，この指定生乳生産者団体制度の是非，現行の補給金の交付対象の在り方を含めた抜本

的改革について検討して結論を得るというようなことで，制度を残してほしいというよう

な要望が上がっております。

　これをこれから県議会においても一定の検討をして，国に対しても発信していかなけれ
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ばいけないわけでございますが，今，本県の酪農業を取り巻く現状というのはどういった

状況にあるのか。私の記憶では，森永乳業が石井町から撤退をして一定の影響も出たのか

なと感じておりますけれども，今の酪農業の農家数の推移ですとか，現状がどういった経

営環境に置かれておるのかという点についてお伺いできたらと思います。

後藤畜産振興課長

　今，元木委員から，酪農の現状ということで御質問ございましたけれども，全国的にも

酪農戸数等減少しております。本県におきましても，年々減少しておる状況でございます。

10年前と比較させていただきますと，酪農戸数で 131戸減少しておりまして，現在 109戸

でございます。それから頭数につきましては， 3,850頭減少しておりまして，現在 4,890

頭となっております。それから，生乳生産量におきましても，10年前と比較しますと１万

7,300 トン減少しておりまして，現在は３万 1,371 トンとなっているところでございます。

　今，減少しておりますけども，本県の酪農につきましては，新鮮な牛乳を県内消費者に

供給するというような重要な役割を担っておりますので，今後とも県といたしましても振

興策を図っていきたいと考えております。

元木委員

　これ，この要望というのは全国で今起こっていることでございまして，北海道ですとか

鹿児島とか，畜産の熱心な県が主導のような状況ではございますけれども，本県は本県な

らではのやはり意見も発信していきたいと思っております。

　そういう中で，ＨＡＣＣＰですかね，衛生管理の認証制度というのができて，これも先

進県ではかなり推進しているところもあると聞いておりますけれども，本県の今の取得の

現状と，その取得がもし進んでいないということであれば，どういった課題があるのかお

伺いいたします。

後藤畜産振興課長

　ただいまＨＡＣＣＰの取組ということで御質問がございましたけれども，全国的には全

畜種で89農場が取得しておりまして，うち，酪農につきましては14戸が取得している状況

でございます。

　本県の状況につきましては，今，取得したところはございませんけれども，今後，ＴＰ

Ｐによる畜産物のグローバル化の進展とか，県内畜産物の競争力強化を図るために，農場

ＨＡＣＣＰの認証に向けて，積極的に取り組んでいきたいと考えております。

元木委員

　本県の酪農家は，先ほどの団体制度にも全戸加入しているということで，経営形態は小

規模な家族経営が中心という土地柄でございますので，そのＨＡＣＣＰ取得についても，

そういった小規模な農家さんでも取得しやすいような支援をしていただきたいと思います。

それと同時に，この制度の存続に向けて議会も一生懸命頑張っていきたいと思っておりま

すので，県としても同様に積極的に取り組んでいただきますように要望させていただきま

30



平成28年 10月 12日（水）　経済委員会（付託）農林水産部

す。終わります。

木南委員

　後継者不足，担い手不足というのは随分前から言われておる話なんですが，今もとくし

ま漁業アカデミーの概要の報告を頂いた。皆さんが御努力いただいているのは十分に理解

しております。実は，今，側聞によりますと，高校のキャリア教育，我々の時代は職業実

業高校だとか，職業高校だとか言っていたんですが，特に中小企業あるいは小規模企業の

後継者不足，非常に深刻な問題ですが，それにも増して農林水産業の担い手，後継者が不

足しているように思うんです。先ほど言いましたように，高校の農林水産業の指導者が実

は最近非常に採用が少ないんだ，あるいは人手不足なんだという話を聞くわけです。これ

は教育委員会の問題でもありますが，勉強するというのは，勉強が目的でないわけであり

まして，キャリア教育というのは，そういうキャリアを付けていってその職業に就くとい

うのがキャリア教育の目的だと思うんですが，農林水産業にしても無視できない話だと思

うんですが，そこら辺の認識はどんなふうに持たれていますか。

貞野経営推進課長

　キャリア教育，確かに農業，農林水産業に就いていただくためには，やっぱり小さいと

きからこういう仕事に興味を持っていただくというのは一番大事なことということは認識

しております。現状では，高校，特に専門高校と農業大学校でありますとか大学との連携

というのはやっておりますが，中学校，小学校につきましては，いろんなイベントみたい

なものを農林水産総合技術支援センターでもやっておりまして，食農教育のような形で少

しはやってきているのが現状でございます。

木南委員

　私が言ったのは，高校の学校の先生が不足しているよと，こういうことなんですが，農

林水産部としても，農林水産のいわゆる行政の責任者として，後継者を育てていくという

のは無視できない話であります。ここに指導者がないと言われると，非常に深刻な話だと

思うので，もう少しそこら辺も県教育委員会と情報交換しながら，現状を握ってほしいと

思うんです。急に予告なしに言ってますから，なかなか資料はないと思うんですが，そこ

ら辺を若干調べていただけないかと。明日，文教厚生委員会があるので，もしかしたらそ

こで言っていただける方があるかもわかりませんが，今，そこら辺の現状というのか，あ

るいは後継者を育てていくという教育に対して，農林水産部から教育委員会に働きかけみ

たいなのはないのか，あるのか，これからどうしようとしているのかをお答えを頂きたい

と思います。

柴折農林水産総合技術支援センター所長

　農業関係をはじめ，専門高校の教員の不足についてのお話でございますけども，私ども

も詳しい数字等については把握はしておりません。

　ただ，先ほど課長が申しましたように，徳島大学も含めて，高校，農業大学校，大学と
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キャリアアップシステムを構築していこうという中で，連携を図ろうという動きを今して

おるところでございます。

　その中で情報交換等をするようになりまして，高校の先生の実態，なかなか教員不足に

なっておるんだという声は教員からは聞いておることはございます。ただ，実際にどれだ

けの数が足りているのか足りていないのかというようなことについては聞いておりません

けども，そういった実態はあるというのは聞いております。

　ただ，高校と農業大学校とでお互いで農業大学校の学生，高校生に対して教え合うよう

な連携によって幾らかをカバーしようというようなことも話をし始めておるようなところ

でございますので，今後，今委員からお教えいただきましたような情報もよく聞きまして，

実態を十分つかんだ上で，高校の問題も農業大学校の問題も一緒に検討して考えていきた

いというふうに考えております。

木南委員

　今，高校を卒業して即社会に出るという比率は非常に下がっていますから，一概に言え

ないかもわかりませんが，１次産業，農林水産業の行政をつかさどる部局として，後継者

を育てる教育環境がどうなっておるのかというのはもうちょっと真剣に考えておいてほし

い。いやないということを聞いてますと言うだけでは，じゃどんな対応をとるのかという

ことを既に考えてもらわないといけない話です。この漁業アカデミーにしても，どことタ

イアップするかというと，徳島大学，阿南高等専門学校，海上保安庁，漁業関係者，漁業

者等，こう書いてあるんですから，高校とはないんでしょうけども。しかし，やっぱり高

校でちゃんとした教育を受けるということは非常に大切だと思うんですが，今後そこら辺

をどういうふうに考えていかれるのか，お答えを頂きたいと思います。

柴折農林水産総合技術支援センター所長

　今，漁業のお話もございますけども，この度，マリンサイエンスゾーンということで，

徳島大学，県，それと阿南高等専門学校がタイアップをして一緒に研究と人材育成をやっ

ていこうとして取り組み始めたところでございます。この場合，県の中には科学技術高校

も入っておりまして，一緒になって人材育成を考えていこうというふうな取組を始めてお

ります。同じように，農業につきましても，あるいは林業につきましても，それぞれ林業

専門コースを持っている高校，あるいは農業の専門コースを持っている高校等と一緒に

なって，それぞれ情報交換，あるいは研究をする機会を持つようなことを去年から始めた

ところでございますので，今後ともこういったことをしっかりやっていって，教育委員会

と我々知事部局と一緒になって考えていきたいと思っております。

木南委員

　今，所長から去年からというのを，もっと昔からそんな話はあったと聞いておりますが，

今，県としても，林業課は林業の充実を図っておるし，農業教育は農業教育，水産は水産

高校がなくなって科学技術高校へ持ってきて，いろんな組織が充実したんですが，入れ物

はできたけども中身が充実してないというのは，いわゆる仏作って魂入れずにならないよ
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うに。私が言いたいのは，高校の先生が不足しているよということなんですよ。これをど

う考えていくか，もうこの１点です。

柴折農林水産総合技術支援センター所長

　先日も総合教育会議というのが開かれまして，この度のテーマは農業教育がテーマでご

ざいまして，知事部局と教育委員会とでしっかり勉強して考えていこうというふうになっ

ております。その中で，委員から御提案がございます高校の教員の問題につきましても

しっかりと研究してまいりたいと思っております。

木南委員

　研究するだけでなしに，解決していってほしいと思います。

　次に，とくしまブランドギャラリーの物件について。６月議会の事前委員会で説明を頂

いたと思うんですが，ＤＩＹ工務店株式会社が当該物件を改修し，あるいは，完了後，県

から転貸を受けて自ら施設を運営するというペーパーを頂いたんですが，６月の報告では

３者のコンソーシアムというふうに聞いているんです。そのＤＩＹさんがどんな経緯でこ

ういうふうになって，６月の報告と今日のペーパーとは若干違うところがあるんですが，

そこら辺の説明を頂きたいと思います。

　もう一つは，ＤＩＹさんについての内容等について報告いただければ有り難いと思いま

す。

新居もうかるブランド推進課長

　木南委員のほうから，とくしまブランドギャラリーについての整備の委託業者について

の御質問を頂きました。

　このとくしまブランドギャラリー整備事業でございますけれども，事業の中身を申し上

げますと，適切な物件の探索・確保，それから，物件が決まりましたら，この施設を改修

するための設計，それから，その施工までがこの一連の事業でございます。

　この事業につきましては，２月議会終了後すぐに，３月から全国公募をかけまして，４

月27日に業者を選定して，６月６日からその３者のコンソーシアムにこの事業を委託した

ところでございます。委託した３者の名前をもう一度申し上げますと，株式会社ＤＩＹ工

務店，株式会社フォレストバンク，株式会社ゲンボクでございます。

　今回，実は，御報告させていただいたペーパーには，３番の開業までの流れの中で，

（２）から，ＤＩＹ工務店株式会社が当該物件を改修する，それから，ＤＩＹ工務店が，

この当該物件の改修が完了後，県から転貸を受けて自ら施設を運営するというふうに書か

せていただきました。

　御指摘のとおり，実は，ちょっとこれ，書きぶりを悩んだんですけれども，飽くまでこ

の事業はコンソーシアムでやっておりますので，本当の意味での正確を期して言うなら，

「ＤＩＹ工務店ほか２者」とか「何々のコンソーシアム」と記載すべきところではあった

かと思うんです。ちょっと後で説明させていただきますけれども，この３者のコンソーシ

アムの役割分担を申し上げますと，ＤＩＹ工務店がこの３者のリーダーになっております。
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ですので，ちょっと順序が逆になりますが，（３）の県からＤＩＹ工務店に転貸するとき

の代表者は，契約書の名前は，３者のコンソーシアムではなくてＤＩＹ工務店になります。

それから，（２）のほうの，この物件を改修するというところですけれども，実際にこれ

を設計・改修をするのはＤＩＹ工務店になります。

　その上で，この３者の役割分担をちょっと御説明させていただきます。この３者のコン

ソーシアムはＤＩＹ工務店がリーダーになっておりますけれども，ＤＩＹ工務店の事業内

容といたしましては，建設工事業と設計とデザインということになります。それから，

フォレストバンクにつきましては，山林資源を活用した商品やサービスの開発と販売事業

と，ほかに，会計税務のコンサルティング，地域活性化コンサルティングというようなこ

とも事業にしております。それから，ゲンボクにつきましては，原木製品の販売とか住宅

建築資材の販売ということになっております。

　ですので，御指摘いただいた内容は，確かにこれ，書きぶりを「コンソーシアム」と書

くべきだったかもしれないんですけれども，内容についてはそういうことでございます。

木南委員

　このコンソーシアムの３者というのは，全て本社が徳島県ということで理解してよろし

いか。

新居もうかるブランド推進課長

　はい，本社は全て徳島県徳島市内でございます。

木南委員

　営業範囲というのは，ＷＴＯを含めて，国内あるいは外国も含めてのいわゆる営業エリ

アというのはどんなものですか。

丸若委員長

　小休します。（13時52分）

丸若委員長

　再開します。（13時53分）

新居もうかるブランド推進課長

　この３者の営業エリアということでございますけれども，登記簿上はその営業エリアと

いうのは記載されておりませんので，ちょっと私どもではその確認というのはできていま

せん。

木南委員

　いや，何でこんなことを言うかというと，これ，ブランドギャラリーというのは，農林

水産部にしても，いわゆる不退転の決意といいますか，ここまで資本投下をして，あるい
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は，我々もそうなんですが，是非とも成功してほしいと思っていますので，この成功は，

県行政もそうなんですが，ここを運営する会社というのは非常に大事だと思うんですよ。

だから，県民感情的に言えば，ちゃんと運営してくれるのかな，それだけのノウハウを

持っているのかなというのが非常に関心があるところでございますので，そこら辺の選定

の経緯から説明いただければ県民の方々も納得いただけるのではないかと思うので，よろ

しくお願いしたいと思います。

新居もうかるブランド推進課長

　今，選定の経緯について御質問いただきました。

　先ほど説明しましたとおり，３月から公募をかけまして，４月27日に選定したところで

ございます。

　まず，このブランドギャラリーを公募するに当たりまして，昨年度の事業で，県庁内に

タスクフォースを作りまして，基本構想というものを作りました。その基本構想の中に条

件として決めたのが，まずは県産材をふんだんに使ったレストラン，それから，物販機能，

マルシェですね。それから，ゲストハウス，宿泊機能，それから交流のイベントスペース，

こういったものを， 300坪ぐらいの物件を探してきて作るという形の前提条件で探させて

いただきました。それに応募いただいたのが，まず参加要望がございましたのは３者，こ

れは全てコンソーシアムでございました。そのうち，実際に企画提案をしていただけたの

が２者ございます。このうちの１者がＤＩＹ工務店のコンソーシアムでございました。

　この選定につきましては，県庁の外部の専門家７名の方にお願いいたしまして，食とラ

イフスタイルの専門家，ブランディングの専門家，宿泊施設を実際に運営している方，建

築業，首都圏で複合施設を運営している方，経営の専門家，それから，マスコミ・地方創

生の専門家，こういった７名の審査員で選定していただきました。

　実際，当然，この会社の財務状況とかについてもこの中で御審議いただきましたし，そ

の企画書の中でいろんな会社の財務状況も全部添付してもらうようになっておりまして，

これにつきましても，私どものほうで事前にチェックをした後に審査会にかけたところで

ございます。

　それと，実際に選定したときの理由でございます。まず，物件探索というのが大きい仕

事でございますけれども，首都圏の不動産業とかデベロッパーといった方々と連携できる

という，まずその連携体制のところ。それから，県内のいろんな産品に正確に理解がされ

ているか，徳島県産品に対する愛着を持っておられるかということ。それから，実際の宿

泊施設とかレストランの運営についてのノウハウを持っているか，こういうところでござ

いますけれども，これらも全て，この企業だけでなく，この企業に協力している連携企業

にも首都圏で有望な企業がございましたので，そういうところも総合的に勘案いたしまし

て，この７名の審査員がこのＤＩＹ工務店のコンソーシアムを選んでいただいたところで

ございます。

木南委員

　このとくしまブランドギャラリーの営業を見てみますと，宿泊はある，物品はある，レ
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ストランはある，非常に多岐にわたるわけですから，コンソーシアムというのはいい選択

かなと思うんですが，なかなかコンソーシアムと言われても，皆，わかりづらいんです。

もうちょっとわかりやすい言葉があればいいのになと思うんですが，ちょっとこの辺，コ

ンソーシアムという言葉について説明いただけたら有り難いと思います。

新居もうかるブランド推進課長

　コンソーシアムの言葉，日本語に直しますと共同事業体でございますけれども，この３

者で一つの法人格を持っているわけではなくて，この事業のために集まった共同事業体で

ございます。ですので，当然，法人格はないものですから，いろんな契約を巻くときには

この代表者たるＤＩＹ工務店が出てくるという形でございます。

　飽くまでこの３者は，この事業をするに当たって連携するという，それぞれの会社間の

覚書といいますか，契約も交わしているようでございますので，そういう契約上の共同事

業体ということになっているところでございます。

木南委員

　常にそうなんですけど，日本人の英語力は非常に低いものですから，片仮名用語が多い

と非常に理解がしにくいので，括弧書きでもしてくれたら，我々もそうですが，県民の方

も有り難いのになと思いますので，そこら辺，何せ，とくしまブランドギャラリーが無事

に開店できて，成功されますようにお祈りするとともに，皆さんの御努力に期待します。

　終わります。

重清委員

　今のちょっと関連で。

　開業までの流れで，物件を借り受ける。これ， 5,000 万円ぐらいかな。次の改修する，

この改修料は幾らで，どれぐらい工期がかかるか，まずお聞きします。

新居もうかるブランド推進課長

　今，委員のほうから，工期と改修費についての御質問を頂きましたけれども，まず工期

につきましては，設計も含めまして半年ほどかかると，今，想定しております。ただ，こ

れから設計にかかりまして，工事が改修にどの程度必要なのかというのは，実際に既存の

設計図面を見たり，その辺で多少の誤差は出てくると思いますけど，当初の予定ではおお

むね半年ということでございます。

　工事費につきましてはプロポーザルで業者を決めておりまして，その中で出てきた事業

費は総事業費２億 3,000 万円でございます。ただ，その時点では，こちらのほうから，こ

ういう条件なら幾らかかりますかという提示をしてあったので，今回，物件が決まりまし

て，物が 261坪で５階建ての鉄骨の建物だというのが正確にわかりましたので，ここにつ

いては，見積りを再提出していただきまして，適正な額になるように双方で協議したいと

いうふうに考えております。
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重清委員

　もとへ戻って，１番の借受けは，いつから借りるんですか。

新居もうかるブランド推進課長

　借受けの時期でございますけれども，実はこれ，先ほど東急電鉄所有資産というふうに

説明はさせていただきましたけれども，現在，ペットの専門学校でございます。ここから

東急電鉄さんが買うという売買契約はもう結ばれたところでございます。これは学校でご

ざいますので，退去の期限が春休みの期間中，今年度の末か４月の頭かということで，一

応，売買契約は結んだようなのですが，私どもの要請で，できるだけ早くこの建物を設置

したいので，もしペットの専門学校が早めに出ていただけるのであれば，早めに出ていた

だいて，私どもの設計とか施工を急いでやりたいということを東急電鉄さんに伝えてあり

ます。それについて，東急電鉄さんが，今，そのペットの専門学校の持ち主のほうと協議

をしていただいているところです。

　遅くとも年度末には，間違いなく県のほうに貸していただけることになっております。

重清委員

　３番目の，徳島県から転貸しかな，これ，幾らで貸す契約になるんですか。

新居もうかるブランド推進課長

　まず，県は東急電鉄さんから借ります。これ，今，上限は 5,000 万円というところで，

今後，本契約を巻くに当たって，まずはその額を固めてまいります。

　ＤＩＹ工務店からは，実はこれ，企画提案のときに，家賃は幾ら払ってもらえるのかと

いう提案型にしてあります。その中で，ＤＩＹから，仮に 300坪の施設を借り受けた場合

は 2,000 万円のお金を県に賃借料として払いますということで企画・提案いただいている

わけでございまして，その額についても，この施設規模・内容について，もう一回，協議

はしないといけないと思っているんですけど，おおむね 2,000 万円の転貸料を県が頂くこ

とになるということでございます。

重清委員

　そうしたら，県だけで考えたら， 5,000 万円払って 2,000 万円が入ってくると。 3,000

万円，毎年毎年，出さないといけないという話でしょう。これに対して，やっぱり税金を

使うんだから，こういう理由でこれはこれだけ 3,000 万円出しているんですよという理由

がないと，何もないというのではいけないと思うけど。これは，そのときに幾らもうけよ

うがもうこれだけという契約でいくのか，本当だったら，もうかるようにしませんかとい

う話で，赤字にならなかったら構わんのだけど，もともと 3,000 万円の赤字じゃないかと

いうスタートでいくでしょう。いろいろしているけど，こんな貸し方はいいのかなという

のが確かにある。

　これに対して県としては，これだけ毎年 3,000 万円，出資金というか，赤字を出しても

いきますという理由は何か。
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新居もうかるブランド推進課長

　確かに，県の持ち出し額として 3,000 万円というお金になるわけでございます。

　その前に，まず，この仕組みでございますけれども，例えば施設の管理委託であるとか

指定管理という制度を使わずに，施設を貸してしまう方法を何で選択したかでございます

けれども，民間活力の導入という言葉が言われて久しいわけですけれども，結局，場所の

選定，それから改修，実際の運営という一連の流れを１業者に任せることによって，一生

懸命頑張れば，その会社はもうけ，自分の会社のもうけになると。それから，赤字になれ

ば自分の会社がかぶらないといけない。こういうところに着目して，より積極的で効果的

な営業をしていただくために，まずその制度を選択したわけでございます。

　では， 5,000 万円で県が賃料を払って 2,000 万円しかもらわないのはどういうことかと

いうことだと思うんですけれども，ここにつきましては，県としては，一種のというか，

正に首都圏でのブランディングをするための事業でございます。よその県のアンテナ

ショップとかいろんな事業，それから，もっと言うと，首都圏で徳島県のものをブラン

ディングしていくときのいわゆる広告経費ですね。テレビを使ったら幾らになるのか，イ

ンターネット専門家を使って委託したら幾らになるのか，実は，基本構想を作るときに，

そういったものもいろいろ比較検討をしたところでございます。今後，私たちがこの施設

に期待する効果の中で， 3,000 万円という支出が金額以上のものが発揮していただけるだ

ろうという想定で，この会社にお願いすることにしたところでございます。

重清委員

　今でも現実に商工会とか銀行関係に出しているでしょう。地元の徳島県の物産展みたい

な，レストランにしても，今回みたいに宿泊はないぐらいで。そうやってＰＲは十分して

くれているところに同じように，そしたら，これからもこういうところに出してあげない

といけないのではないかと。一生懸命，徳島の物産をＰＲしてくれているじゃないかと，

徳島のおいしいものを食べさせてくれているじゃないかと。ただそれだけでしょう。違い

がわからんですよ。今言ったように，東京都にあるブランドショップとこれと，どこが違

うのと。どうして毎年毎年 3,000 万円を出すのか。宿泊も一緒で，これは何のために宿泊

するんだと。県の職員とかが行ったら安くなるとか，何かあるんですか。これは県がお金

を出すんですよ。何で宿泊をしなければいけないのかというところと，どうつながるんで

すかという話。

　そこら辺，どのようにして整合性を持たせるか，ちょっと教えてくれますか。

新居もうかるブランド推進課長

　なぜ宿泊が必要なのかということと，今現在，徳島県の認定しているアンテナショップ

さんとの違い，この２点を御質問いただいたわけですけれども，何で宿泊施設かというこ

とでございます。

　一つはやっぱり，御承知のように，東京オリンピック・パラリンピックに向けて，東京

の宿泊施設は非常に切迫しておりまして，非常に稼働率が高い状況がございます。その中
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で，集客するにも，今後，宿泊施設が非常に有利だなということがあるのと，それと，も

う一つの質問にも関連するわけでございますけれども，この施設は通常のアンテナショッ

プとどこが違うのかというところでございます。いわゆるアンテナショップというものは，

徳島の特産品・県産品を店頭に並べて，それを買っていただいて，よさを知っていただく

のがアンテナショップの役割だと思うんです。けれども，このとくしまブランドギャラ

リーは，それをさらに１歩進めまして，その特産品が持っている本当のよさ，例えばそれ

は，歴史であったり，生産者の苦労であったり，それから，ただ単に食べただけとか使っ

てみただけではわからないよさというのを，できるだけ施設の滞留時間を長くして，そこ

で人と人が交流することによって，今まで伝えられなかった情報をきちんと伝えたいとい

うのが，このとくしまブランドギャラリーの役割でございます。

　ですので，例えばレストランも，来ていただいたお客さんが県外の人であったり，徳島

のお客さんが行ったときに，できるだけ相席になって話しやすい環境を作ったり，それか

ら，宿泊施設を設けることによってその施設に滞在する時間を長くして，少しでも多くの

徳島県の情報に触れていただくことを目的に，宿泊施設も併設する計画にしたところでご

ざいます。

重清委員

　余り違いがわからないんですが，さっきの審査員とかが言っていた内容を聞いたら，宿

泊施設の専門家とか，ああいう人にやってもらったらよかったのかなと。何で今まで，ど

こか下請か誰かがしているからでなく，本当にそういうことをしている，レストラン経営

をしている，宿泊施設を経営しているとか，いろんな総合のものをしているとか，そうい

う人に入ってもらったらいいじゃないかと。本当だったらそういう人がその中でどういう

ふうにしますかだけど，全くしたことがない人たちが集まって，誰かがするでしょうとい

うのだったら，大丈夫なのかなというのは僕らは本当に思うんですよ。ここら辺がちょっ

と，選考もどうかなと思ったんですけどね。もうここまで来たら失敗しないように，これ

以上出さないようにしなかったらと思う。

　これはとにかく成功してください。近いうちにこの現場も見に行きますので。どういう

ところか東京へ行ったときにちょっと見てきますけど，写真でも付けてくれたらわかるけ

ど，地図だけではちょっとわからない。見てきますので，よろしくお願いします。

　次に，午前中にも庄野委員さんから言われたワカメ。これ，今，由岐の沖でやっていた

んですけど，この夏も，この委員会で北海道の試験場に視察に行ってきたでしょう。あの

ときいろいろ聞いたんですよ，「水温が高くなってきていませんか」と。北海道も一緒に

高くなってきていると。それで，カニとかいろんな養殖技術はどうするんだとか。北海道

はカニは全然していないらしいですね。アワビとかホタテとウニとか，いろいろやってい

るので，徳島もやっぱりそういうふうに養殖に力を入れなかったら，とてじゃないけども

たないので，こういうほうもいいなと思っているんですけどね。

　やっぱり水温が徳島も一緒で高くなってきておりますけど，ワカメは今までも一緒で，

日和佐から北のほうで採れていたんですよ。これ，実験していると言うけど，由岐でしょ

う。牟岐とかも一緒で，海陽町の浅川や宍喰など，今まで採れなかったところでやらな
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かったら，これ，今まで採れていたところでどうですかという実証実験でしょう。今後も

う少し，採れなかった南のほうでちょっと研究するとか，どういう考えかお聞きします。

吉田アグリサイエンスゾーン推進幹

　ただいま，重清委員から，もう少し南の温かい海域でもテストしてみてはどうかという

御提言を頂きました。

　確かにワカメといいますのは比較的高温に弱くて，これまでなかなか南の地域では十分

に育たなかったというふうなことがございます。

　今回，由岐の地域でテストをしてみたわけですけれども，海水温でいいますと，鳴門地

域に比べまして約３度程度高いというふうな状況がございます。海水温が上昇してきてい

る中で，鳴門地域でも作りにくくなっておりまして，高水域でも十分に生育のできる新品

種を開発いたしまして，由岐のほうでテストしてみたところ，うまくいったというふうな

ことでございますので，もう少し南のほうでも，今後，試験栽培を試みたいと考えてござ

います。どうかまたよろしくお願いいたします。

重清委員

　新聞を見たら，海部沖でも適応と言って，全部できるのかなと思うんですよ。実際して

いたのは今までどおりの由岐で，由岐ではワカメはできていた。日和佐から北灘はできて

いたんですよ。それを踏まえた上で，やっぱり温かいところでもできるようにしてもらわ

なかったら。

　それと，新種のワカメですけど，これはやっぱり名前は鳴門わかめですか。

吉田アグリサイエンスゾーン推進幹

　ただいま，鳴門わかめということでございますが，この名前につきましては，県のほう

では蒲生田岬より北側の水域で採れたものを鳴門わかめと称してございまして，それ以南

でとれたものにつきましては，これからブランド化に向けて，何かいい名前がございまし

たら，地域で，また漁業者の方々とともに考えていきたいと考えてございます。今のとこ

ろは通常のワカメというふうなことになろうかと考えております。

重清委員

　今，鳴門わかめがあるでしょう。新しいやつも，一応，蒲生田岬から北のほうは鳴門わ

かめでいくんでしょう。そしたら，そのときやっぱり広げていかないかと。そういった海

部郡の沿岸も，作りませんかと言って今やっているのに，作ったときは名前を付けたらい

けません。このままやったらまた偽造でやられますのでと。そこら辺のところをどのよう

にしていくんだと。

　それと，今，蒲生田岬からになっているのは，どういう経緯でどうやって決めたんだと。

これを変えられるのはどこなんだと，そこら辺はどうなんですか。

丸若委員長
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　小休します。（14時18分）

丸若委員長

　再開します。（14時22分）

宮本総合政策課政策調査幹

　鳴門わかめの名称の定義につきましての御質問でございます。

　徳島県の独自の解釈にはなりますけれども，徳島の鳴門わかめにつきましては，蒲生田

岬より以北の海域で採れた養殖ワカメ及び天然ワカメにつきまして，鳴門わかめと称する

こととしております。

　なお，県南につきましては，今後，関係者の皆様の御意見等も勘案しながら検討してま

いりたいと考えております。

重清委員

　徳島県でどうしても蒲生田岬からこっちが鳴門わかめだったらわかるんですけど，やっ

ぱり言われたように，兵庫県との関係があるので，兵庫県も採っていて，鳴門わかめで売

り出す。徳島県だけがそれをやったら，偽装だといって全部捕まるという話なので，

ちょっとここはやっぱり徳島県のことを考えて，漁業者のことを考えて，どうしたらいい

かをもう一回ちょっといろいろ検討していただきたいと要望しておきます。

　せっかく，養殖を広げるんだったら，さっき最初に言われたとおり，たくさん広げてい

くというふうだったら，頭からこんだけ区別化されたらなかなか，やっぱり県民が，漁業

者が全部うまくいくようにちょっと考えてほしいと要望しておきます。

　あと，最後に南阿波サンラインに熊が出没かという情報が入って，昨日の新聞に載って

いたんですけど，今の状況がどうなっているのかをまずお聞きします。

谷農村・鳥獣対策担当室長

　現在の状況は，目撃談がありましてから，牟岐町，美波町でその目撃されたあたりの熊

のサイン，例えば，木に爪跡が付いていたり，かみ跡があるということなんですが，その

サインを探しているところと聞いております。まだ，そのサインが見つかったということ

は情報として私のところにはまだ聞いておりません。

重清委員

　これ，はっきりしないと，あそこの下とか民家があるんですよね。ここもよく通ったり

もするんですけど，何年か前にもやっぱりそういう情報あって，確認できなかったと。今，

確認しているけど，どういう体制でしているんですか。県はどういうふうな体制で今この

確認作業に手伝いをしているんか，お聞きいたします。

谷農村・鳥獣対策担当室長

　南部総合県民局の保健環境福祉部が市町村のほうに連絡いたしまして，市町村がその痕

41



平成28年 10月 12日（水）　経済委員会（付託）農林水産部

跡を探していると聞いております。

重清委員

　だったら，県は今何もしていないんですか。連絡だけして，あとは市町村とか警察が探

してくださいという話で任してあるということですか。これ，ちょっと見たら，おりも県

に相談するとなっているんですけど，県も確認しないと，おり設置をするかどうかもわか

らないと思うんだけど，そこら辺の確認は一体どうなっているんですか。

谷農村・鳥獣対策担当室長

　熊のフィールドサインらしきものが見つかりましたら，専門家のほうにそれを見ていた

だいて，それが本当に熊のフィールドサインということであれば，熊用のおりを設置する

というふうに聞いております。

重清委員

　いや，こうやって探すのに人が要るんでしょう。県も行ったらどうですかと。市町村だ

けに任して，市町村の人数少ない人間で探すよりか，みんな県の職員が行ったら，あんな

広いところでも１日で終わるでしょう。こういうふうにして早く安全・安心を確保したら

どうですかという話ですよ，これは。もしもいなかったらそれでいいではないかと，よ

かったなで済む話ですよ。いたら大変ですよという話になるんですわ。確認作業を早くし

たらどうですか。県としては，そうしたら今何にもしないのですか。市町村に言っており

ますと言うだけですか。そしたら，その南部総合県民局の担当は何人行っているんですか。

谷農村・鳥獣対策担当室長

　何人態勢で行っているかというところはちょっと確認できておりません。早急に確認し

たいと思います。

重清委員

　そうしたら，これに対して今意外とみんな知らんのですよね。牟岐と日和佐だったら防

災無線で流したかもしれないけど，みんな聞いてなかったら，昼間仕事に行っていたらわ

からんという話でしょう。この日の午前中も南阿波サンラインでウォーキング大会をして

たでしょう。それに対しては県は何も思っていないんですか。熊が出たと朝言っていたと

ころで，ああいうイベント，ウォーキング大会でたくさん走らせたんでしょう。危険性も

何にも考えていないじゃないかと。そこら辺がもうちょっと危機管理というか，こういう

場合はどうするのか。今でも一緒ですよ。何かしているんですかという話です。登り口と

か入り口，サンライン，牟岐と日和佐は一体どうなっている。

谷農村・鳥獣対策担当室長

　牟岐町と美波町のホームページには，その出没情報があったということを掲載している

と聞いております。また，さっき委員もおっしゃいましたように，町内放送で注意喚起は
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するようにということで指示していると聞いております。

重清委員

　ですから，今，南阿波サンラインではいるのかいないのかまだわからんのですよね。そ

のときに対する対策を講じたらどうですかいう話ですよ。これを何でしないんですか。市

町村にもこれを何で言わないんですか。

丸若委員長

　小休します。（14時29分）

丸若委員長

　再開します。（14時33分）

河野農林水産部副部長

　熊に関します被害といいますか，調べたらどうかというふうな委員からの判断でござい

ます。

　熊に関しましては，危機管理部とも連携をとりながら，現地にも確認に行ってまいりた

いと思っておりますので，よろしくお願いいたします。

重清委員

　もう終わりますけども，危機管理部，危機管理部と言うけど，こんな区分けをするのか

という話ですよ。何で，トキは構わないのかという話になってきますけど，きっちりと答

えられる分は答えたらどうですかという話ですよ。それをあれやこれや言うんだったらお

かしいじゃないかと。それならはっきりしているんだったら１回，調査事項の中にこれら

を書いてくれと。委員長，わかりませんからきっちりと分けてこれをしてくれませんか。

丸若委員長

　はい，わかりました。ちょっとまた検討しときます。

　ほかに質疑はありませんか。

　（「なし」と言う者あり）

　それでは，これをもって質疑を終わります。

　これより採決に入ります。

　お諮りいたします。

 ただいま審査いたしました農林水産部関係の付託議案は，原案のとおり可決すべきもの

と決定することに御異議ございませんか。

　（「異議なし」と言う者あり）

　御異議なしと認めます。

　よって農林水産部関係の付託議案は，原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
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【議案の審査結果】

　原案のとおり可決すべきもの（簡易採決）

　　議案第１号，議案第11号，議案第12号，議案第13号

　次に，請願の審査を行います。

　お手元に御配布しております請願文書表を御覧ください。

　請願第10号「臨時国会でＴＰＰ協定の批准を行わないことについて」を審査いたします。

　本件について，理事者の説明を求めます。

松本農林水産部長

　請願第10号「臨時国会でＴＰＰ協定の批准を行わないことについて」に関しまして，説

明させていただきます。

　政府におきましては，本年３月に承認案及び関連法案を閣議決定し，先の通常国会では

衆議院での継続審議とされたところでございます。

　現在，開会中の臨時国会におきまして，審議入りされる見通しとなっているところでご

ざいます。ＴＰＰ協定につきましては関税の引下げのほかに，例えば食品の安全に関して

衛生植物検疫措置 (ＳＰＳ）について，科学的な原則に基づいて必要な措置をするという，

現行のＷＴＯ／ＳＰＳ協定を踏まえた規定となっており，食品の安全に関して日本の制度

変更を必要とする規定は含まれていません。

　こういったことも含めて県といたしましては，合意内容を国会の場で十分に御審議いた

だきたいと考えておます。あわせて，政府が既に決定しましたＴＰＰ関連政策大綱，この

中には米の輸入量の増加に対して，国産の主食用米の生産や価格に与える影響をしっかり

遮断すると規定されておりまして，そうしたことも含めて大綱に掲げられた対策の着実な

実施についても，政府においてしっかりと対応していただきたいと考えているところでご

ざいます。

丸若委員長

　理事者の説明は，ただいまのとおりであります。

　本件は，いかがいたしましょうか。

庄野委員

　私も名前は連ねておりませんが，この臨時国会でＴＰＰ協定の批准しなことを求める請

願を採択すべきだと思います。理由は，前の国会でも審議されてきましたけれども，出て

くる情報がほとんど黒塗りで，余りにも情報の開示が少ないということと，食品に対する

安全性。先ほど言われましたけれども，遺伝子組み換えやポストハーベストも含めて，安

全性が担保できるのかということさえきちんと議論されていない。今のような状況で重要

な，いわば衆参両院議員で附帯決議があったように，日本の５品目については守りぬくと

いうことが守られていない以上は，今国会でのＴＰＰの批准はしてはいけないと思います

ので，この請願についは可決すべき，採択すべきだと思います。
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重清委員

　不採択とすべきと思います。

丸若委員長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 それでは，意見が分かれましたので，起立により採決いたします。

　お諮りいたします。

 本件は，不採択とすべきものと決定することに賛成の方は，御起立を願います。

　（賛成者起立）

　起立多数であります。                

　よって，本件は，不採択とすべきものと決定いたしました。

　これをもって，請願の審査を終わります。

【請願の審査結果】

　不採択とすべきもの（起立採決）

　　請願第10号

　以上で，農林水産部関係の審査を終わります。

　次に，お諮りいたします。

　委員長報告の文案はいかがいたしましょうか。

　（「正・副委員長一任」と言う者あり）

　それでは，そのようにいたします。

　次に，当委員会の閉会中継続調査事件についてお諮りいたします。

　お手元に御配布しております議事次第に記載の事件については，閉会中に調査すること

とし，その旨，議長に申し出いたしたいと思いますが，これに御異議ございませんか。

　（「異議なし」と言う者あり）

　御異議なしと認めます。

　よって，さよう決定いたしました。

　次に，当委員会の後期の県内視察についてでございますが，12月21日に県西部を視察し

たいと考えており，日程や視察箇所等につきましては，私の方で案を作り，お示ししたい

と考えておりますが，いかがでしょうか。

　（「異議なし」と言う者あり）

　それでは，さよう決定いたします。

　これをもって，経済委員会を閉会いたします。（14時39分）
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